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第１章 大月町地域公共交通網形成計画について 

1.1 計画策定の趣旨 

大月町は、高知県の西南端部に位置し、南と西の二方

が太平洋に面しており、町の総面積１０２．９４㎢のう

ち、林野面積がほぼ８割を占めています。西海岸部は入

り組んだリアス式海岸が続き、柏島を中心とした観光施

設や、水産業を主とする産業施設等が分布しています。 

町の内陸部には、国道３２１号の沿道を中心に、行政

機関、教育機関、医療や福祉機関といった様ざまな分野

における生活支援機能や、商業をはじめとする産業振興

機能の集積した各地区があり、また、東側沿岸をはじめ

海岸沿いには既存集落が形成され、住宅地が点在しています。 

大月町のまちづくりについては、これまで、大月町役場を中心とする「文化・交流ゾーン」、

大月小学校および大月中学校の立地する「教育・保育ゾーン」、大月病院等、医療福祉施設

の集中する「医療・福祉・介護ゾーン」、道の駅「ふれあいパーク・大月」を中核とする「産

業振興・賑わい創出ゾーン」をベースとして資本整備を進めるとともに、町内の各地区と各

ゾーンが集中する内陸部を有機的につなぎ、連携、協力することにより、町の賑わいや活力

の創出、町民生活の利便性向上を図り、持続可能なまちづくりを推進してまいりました。 

大月町では、現在、高齢者の通院・買物や市内外への通勤・通学等、日常生活における移

動を支える公共交通として、路線バス、生活交通バス、タクシーが運行しています。 

とりわけ、生活交通バスは、統廃合により、各地区から大月小学校および大月中学校へ集

中する児童生徒を送迎するスクールバスとしての機能と合わせ、住民生活を支える役割を担

ってきました。 

しかしながら、小・中学校の統廃合を契機に平成 13 年に導入された生活交通バスについ

ても、少子化の進展にともなう人口減少や超高齢社会の到来、社会経済状況の変化など、町

を取り巻く社会情勢が大きく変動するなか、今後の利用者層の減少を見据えた更なる効率的

運行や増大する公共交通関連支出の抑制に取り組みつつ、住民のライフスタイルや利用実態

などに見合った見直しが求められています。 

一方、国においては平成 25 年 12 月に交通に関する基本理念や国・自治体・事業者等の

責務などを定めた『交通政策基本法』が施行され、さらに、平成 26 年 11 月には『地域公

共交通の活性化及び再生に関する法律』の改正が行われました。 

これにより、自治体が先頭に立ち、関係者との合意のもと、“まちづくり”と一体となっ

た持続可能な公共交通ネットワークを形成するための基本計画となる「地域公共交通網形成

計画」を策定できることになりました。 

これらの状況を踏まえ、本町においても、大月町まち・ひと・しごと総合戦略や道の駅「ふ

れあいパーク・大月」多機能拠点化基本構想などに基づき、町民の誰もが移動しやすく、利

便性の高い生活を確保する公共交通ネットワークの構築に向け、地域が一丸となって取り組

みを進めるため、地域公共交通網形成計画を策定するものであります。  

大月町 
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関連計画 

1.2 計画の位置付け 

本計画は、「大月町総合振興計画」を上位計画とし、総合振興計画に掲げる“目指す将来

都市像”の実現に向け、「第２次幡多地域定住自立圏共生ビジョン」、「大月町まち・ひと・

しごと創生総合戦略」等の関連計画と整合を図りながら、本町における地域公共交通の方向

性とその具体的な施策を示すものです。 

なお、本計画は「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」第５条に基づいて策定す

るものであり、本町で地域公共交通政策を推進する際のマスタープランとして位置付けます。 

 

 

計画の位置付けのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域公共交通活性化・再生法の一部改正（平成 26 年 11 月施行） 

 

 

 

まちづくり、観光振興等の 

地域戦略との一体性の確保 

 

地域全体を見渡した総合的

な公共交通網の形成 

  

地域特性に応じた多様な  

交通サービスの組合せ 

  

住民の協力を含む 

関係者の連携 

 

大月町地域公共交通網 

形成計画 

     上位計画 

第６次大月町総合振興計画（平成 23 年 3 月） 

大月町まち・ひと・しごと創生総合戦略 
（平成 30 年 5 月） 

第２期大月町地域福祉計画・地域福祉活動計

画（平成２７年９月） 

第２次幡多地域定住自立圏共生ビジョン（平

成２9 年 10 月） 

道の駅「ふれあいパーク・大月」多機能拠点

化基本構想（平成 29 年 11 月）及び基本計画（平

成 30 年 6 月） 
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1.3 計画の区域 

本計画の対象区域は、大月町内全域（１０２．９４㎢ ）とします。 

▼地域公共交通網形成計画の対象区域      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 計画の期間 

本計画の期間は、令和 2（2020）年度から令和 6（2024）年度までの 5 年間とし、令

和 6（2024）年度以降は 5 年間隔で計画の見直しを行います。 

なお、期間内においても必要に応じて計画の見直し・修正を行います。 

 

  

 

 

県道 357 号 

（一）安満地福良線 

国道 321 号 

県道 352 号 

（一）清王新田貝ノ川線 

県道 43 号 
（主）柏島二ツ石線 

広域農道 

高知西南地区 

 ――対象区域 
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1.5 計画の構成 

本計画の構成は、以下のとおりです。 

上位計画及び関連計画におけるまちづくりの目標及び大月町の交通を取り巻く現状と課

題を把握し、計画の基本理念、基本方針を設定しています。 

また、この基本理念を実現するための施策及び事業を取りまとめています。 

▼ 計画の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

趣旨・位置付け・区域・期間・構成・策定主体 

  大月町地域公共交通網形成計画について 

 

 

総合振興計画、まち・ひと・しごと

創生総合戦略等 

上位計画及び関連計画の概要 

 

 

現状と問題点の抽出・整理 

地域公共交通の役割と課題整理 

 

公共交通を取り巻く現状と課題の整理 

地域公共交通の現況 

 

 

計画の基本理念 

計画の基本方針 

施策体系 

計画の基本理念及び基本方針 

 

 

町の概況・公共交通の現状、住民等

の意向や利用実態等 

町の概況と公共交通の現状 

 

 

目標達成に向けた施策･事業 

評価指標の設定 

目標達成に向けた施策・事業及び評価指標 

 

 

 

公共交通を支える地域の連携 

様々な分野との連携 

まちづくりに関する関連計画等との連携 

計画達成状況の評価 

計画の実現に向けて 
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1.6 策定主体 

本計画は、関係部局及び国や県と連携・調整を図りながら、大月町地域公共交通会議にお

ける協議結果を踏まえ、大月町が主体となり策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

網形成計画の作成（作成主体：大月町） 

地域公共交通の現状・問題点、課題の整理 

網形成計画の基本方針・目標の検討 

目標達成のための施策の検討 

計画案の作成 
（目標達成のために実施する事業、計画の他姓状況

の評価に関する事項、実施スケジュール等） 

住民利用者等の意見の反映 
（パブリックコメント等） 

地域公共交通会議の了承 

大
月
町
地
域
公
共
交
通
会
議 
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第２章 上位計画及び関連計画の概要 

2.1 第６次大月町総合振興計画（上位計画） 

■計画期間（平成 23 年度～平成 32 年度） 

■町の将来像 

「住みたい、住める、住んでよかった町づくり」 

■基本目標 

【１．産業振興と若者が定住できるまちづくり】 

・担い手育成や一次産業参入企業の誘致を図る。 

・現行の産業基盤の強化と新規事業導入による再生を促進する。 

・一次産業と、観光関係産業の連携を深め、産業構造の再構築を図る。 

・恵まれた自然を活用して、環境・観光立町をアピールし、交流人口の増大を図る。 

【２．みんなが安心して暮らせるまちづくり】 

・中心地より２０分圏内構想により一層の充実を目指し、未整備県道２路線等の早期改良

を進める。 

・小・中連携教育や保育行政の充実を図り、子どもたちを感性豊かに育てる環境づくりを

進める。 

・保健・医療・福祉・介護の包括的体制強化に努め、終の住み処としての高齢者福祉施策

を進める。 

・地域情報通信基盤事業の導入に伴い、災害から命や財産を守る防災関連システムをより

一層充実させるとともに各種防災施設整備の充実を図る。 

【３．町民が主人公のまちづくり】 

・各種事業計画策定にあたり、広く住民の声が反映できる組織づくりを進める。 

・自女・共助・公助の理念の実践を進め、各集落組織の充実を図り、支え合い助け合える

地域社会の構築を目指す。 

・役場は住民の生活向上の媒介であり、職員が常に先頭に立って働くよう、意識改革を進

める。 

・情報通信基盤施設等を有効活用し、より広く住民に情報開示を行い、公平公正な町政を

進める。 

■施策の大綱（公共交通に関する施策を抽出掲載） 

【交通通信体系の整備】 

・本町は、高齢化、過疎化が進み生活基盤が不安定な状況にある中、地域の活力を取り戻

し、また、生きがいのある生活を実現し、みんなが安心して暮らせるまちづくりを推進

していくには、地域間の交流を結ぶ道路網の整備推進は不可欠であり、町中心地より 20

分圏内構想のもと、より一層の充実を目指し、未整備県道 2 路線等の早期改良を進め

る必要がある。 

・また、単身高齢者世帯など、交通手段を有しない町民が増えており、鉄道、バス路線な

どの交通手段の確保のため、町内路線に生活バス、通院バス、通学バスを委託により運

行し、より一層、町民の利便性向上に努める。 
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2.2 大月町まち・ひと・しごと創生総合戦略（関連計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■施策６  観光振興 

■施策 7 特色あるまちづくりによる産業創出 
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2.3 第２期大月町地域福祉計画・地域福祉活動計画（関連計画） 
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2.4 第２次幡多地域定住自立圏共生ビジョン（関連計画） 

（２）結びつきやネットワークの強化 

 ア 地域公共交通  

（ァ）地域公共交通ネットワークの構築 

【取組の概要】 

・地域公共交通は、自家用車の普及や地域人口の減少などにより利用者が減少傾向にある一

方、通院、通学、買い物など、地域で安心・安全に暮らしていくための日常生活に不可欠

な移動手段であり、環境にやさしく、地域経済や観光等の振興にも必要な社会基盤です。 

・そのため、圏域が一体となって維持、確保に努めながら、圏域住民の暮らしに必要な効果

的、効率的な公共交通体系のあり方、地域活性化の観点から圏域にとって望ましい公共交

通体系のあり方を継続的に調査、検証、総合調整し、地域公共交通ネットワークの構築に

取組みます。 
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2.5 道の駅「ふれあいパーク・大月」多機能拠点化基本構想及び基本計画 

本町では道の駅「ふれあいパーク・大月」の目指す将来像を、地域の持続に貢献する新し

い本町の「基盤エンジン」と定め、従来の「道の駅」としての機能に留まらない、多機能型

の拠点施設としての再整備の必要性を確認し、これからの「ふれあいパーク・大月」に求め

られる役割や基本的な方向性、必要となる機能や整備に係る方針等を定めています。 

『道の駅「ふれあいパーク・大月」多機能拠点化基本計画』は、基本構想に示された考え

方に基づき、道の駅「ふれあいパーク・大月」の多機能拠点化に向け、具体的な整備内容等

を取りまとめています。 

本町を代表する施設として、道の駅「ふれあいパーク・大月」の新たな可能性を引き出し、

地域の持続的活性を図るため、基本計画においては、多機能型の地域拠点としての新しい道

の駅「ふれあいパーク・大月」に導入すべき機能や施設内容、規模等について整理し、土地

利用や施設配置の考え方、事業手法等を含め設計・工事へとつなげる基礎的条件を提示して

います。 

 

多機能拠点化の基本的方向性および整備目標 
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第３章 大月町の概況と公共交通の現状 

3.1 大月町の概況 

（１）位置･地勢 

本町は、高知県の西南端で、土佐清水市と宿毛市の

間に位置しています。南に太平洋を望み、黒潮洗うダ

イナミックな海岸線、西は比較的静穏な豊後水道に

面した総面積 102.94km2 の町で、約 8 割を山林が

占めています。 

温暖な気候風土に恵まれ、漁業と農業の盛んなま

ちですが、最近では磯釣りやダイビングが楽しめる

柏島をはじめ足摺宇和海国立公園の自然美や海中景

観など観光面において全国から注目されており、ホ

テルベルリーフ大月やエコロジーキャンプ場のある樫西海岸などにも多くの観光客が訪れ

ています。 

 

（２）人口・世帯の状況 

本町の人口は、平成 27 年 10 月の国勢調査結果によると、総人口 5,095 人となってお

り、昭和 55 年以降年々減少傾向で推移しています。年齢構成比でみると、15 歳未満の年

少人口比は、21.4％から 8.8％に減少し、また、15 歳～64 歳までの生産年齢人口比も、

63.0％から 47.3％に減少しています。その一方で、65 歳以上の高齢者人口比は、15.6％

から 44.0％に増加し、平成 27 年で総人口の約 4 割を占め、少子高齢化が進行していま

す。 

 

人口及び世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大月町 
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項目
総数

人

15歳未満

人

15～64歳

人

65歳以上

人

高齢化率

％

大月町 全体 5,095 446 2,409 2,240 44.0%

弘見地区 1,847 204 983 660 35.7%

中央地区 872 60 398 414 47.5%

西海岸地区 1,002 83 437 482 48.1%

月灘地区 1,374 99 591 684 49.8%

弘見

地区

高齢

者

660人

月灘

地区

高齢

者

684人

中央

地区

高齢

者

414人

西海

岸地

区

高齢

者

482人

■大月町の人口分布図（H27 年国勢調査） 
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地区 字
総数
人

15歳未満
人

15～64歳
人

65歳以上
人

高齢化率
％

弘見地区 大字弘見馬路 48 3 30 15 31.3%
弘見地区 大字弘見田城 176 18 84 74 42.0%
弘見地区 大字弘見成畑 180 20 91 69 38.3%
弘見地区 大字弘見芝 294 38 164 92 31.3%
弘見地区 大字弘見本田 81 3 49 29 35.8%
弘見地区 大字弘見郷 310 47 172 91 29.4%
弘見地区 大字弘見亀尾 176 31 91 54 30.7%
弘見地区 大字弘見長沢 76 7 33 36 47.4%
弘見地区 大字弘見地吉 - - - - －
弘見地区 大字弘見笠木 173 18 93 62 35.8%
弘見地区 大字弘見大駄場 74 2 38 34 45.9%
弘見地区 大字芳ノ沢本村 92 6 45 41 44.6%
弘見地区 大字芳ノ沢内平 128 8 74 46 35.9%
弘見地区 大字芳ノ沢白浜 X X X X －
弘見地区 大字添ノ川 39 3 19 17 43.6%

中央地区 大字清王 118 3 59 56 47.5%
中央地区 大字鉾土 241 26 97 118 49.0%
中央地区 大字頭集 203 21 110 72 35.5%
中央地区 大字平山 171 8 88 75 43.9%
中央地区 大字古満目 139 2 44 93 66.9%

西海岸地区 大字柏島 385 39 165 181 47.0%
西海岸地区 大字一切 94 11 44 39 41.5%
西海岸地区 大字安満地 203 11 87 105 51.7%
西海岸地区 大字橘浦 175 16 75 84 48.0%
西海岸地区 大字泊浦 83 6 40 37 44.6%
西海岸地区 大字龍ケ迫 62 - 26 36 58.1%

月灘地区 大字小才角 116 5 37 74 63.8%
月灘地区 大字才角 93 2 37 54 58.1%
月灘地区 大字大浦 147 4 55 88 59.9%
月灘地区 大字姫ノ井 429 62 195 172 40.1%
月灘地区 大字赤泊 18 - 3 15 83.3%
月灘地区 大字月ケ丘 X X X X －
月灘地区 大字西泊 149 11 70 68 45.6%
月灘地区 大字樫ノ浦 161 5 80 76 47.2%
月灘地区 大字周防形 158 6 75 77 48.7%
月灘地区 大字春遠 103 4 39 60 58.3%
月灘地区 大字唐岩 X X X X －

■大月町の地区別人口構成（H27 年国勢調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「X」は少数のため秘匿 

 

平成 27 年国勢調査によると、65 歳以上の人口が多い上位 10 地区は、大字柏島、大字

姫ノ井、大字鉾土、大字安満地、大字古満目、大字弘見芝、大字弘見郷、大字大浦、大字橘

浦、大字周防形となっており、上位５地区は 100 人を超えています。 

また、高齢化率が高い上位 10 地区は、大字赤泊、大字古満目、大字小才角、大字大浦、

大字春遠、大字才角、大字龍ケ迫、大字安満地、大字鉾土、大字周防形となっており、上位

５地区は 58％を超えています。 
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■将来人口（大月町人口ビジョン） 

国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」）によると、2060 年の本町人口は 1,456

人まで減少すると推計されています。しかしながら、直近の合計特殊出生率の改善傾向や、

移動人口の推移状況を踏まえるとともに、町の施策による効果が着実に反映されれば、

2060 年の人口は 3,008 人となり、社人研推計と比較し、1,552 人の施策効果が見込ま

れます。また、町の独自推計を 2060 年以降も推計すると、2070 年で人口減少に歯止め

がかかり、以降は増加に転じると推測しています。 
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（３）産業 

① 産業別就業者数の推移 

人口減少と高齢化に伴い就業者数も減少しており、国勢調査では 2000 年の 3,124 人

から 2010 年には 2,288 人と 26.8％の減少となっています。これに伴い、産業３区分別

の就業者数も、全ての産業で減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 業種別従業者数（産業大分類就業者（従業者）数と特化係数） 

産業大分類別就業者数は、漁業、建設業、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業、生

活関連サービス業・娯楽業などの就業者数が多くなっています。 

全国のある産業の就業者比率に対する特化係数（本町のＸ産業の就業者比率／全国のＸ産

業の就業者比率）をみてみると、漁業が 160.4 と特に高くなっており、鉱業・採石業・砂

利採取業、複合サービス事業も比較的高い係数となっています。 
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（４）主要施設・観光施設 

本町の主要施設は図に示すとおり、町役場、大月小中学校、大月病院、中央公民館、ふれ

あいパーク大月、大月郵便局、地域包括支援センター等、住民生活に関わる施設が国道 321

号沿道で町の中央部に立地しています。 

また、各集落には郵便局や公民館などが点在しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本町の観光資源は、大堂海岸や樫西海岸など足摺・宇和海国立公園区域内でも最も優れた

自然景観を有しており、特に、柏島地区は豊富な魚種が生息し、多種類のサンゴが群生して

いる海域であることから、スキューバーダイビングのメッカとして全国的にも有名になって

います。このように、優れた自然景観や多くの海洋資源に恵まれた本町では、ダイビングや

磯釣りなどの観光産業により多くの観光客を受け入れていますが、近年では低迷状況が続い

ています。 

一方、増え続けるキャンパーの需要に対処するため、「自然体験型・環境教育型キャンプ

場」の整備に取り組むなど、施設整備等観光基盤の底上げが課題となっています。  

頭集簡易郵便局 

頭集 
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（５）道路交通網 

本町の主要道路網は、国道 321 号、主要地方道柏島二ツ石線（県道 43 号）、一般県道清

王新田貝ノ川線（県道 352 号）、一般県道安満地福良線（県道 357 号）、広域農道高知西

南地区などがあり、国道 321 号を軸にして、これら県道等が町内の各地区を連絡するよう

に道路網が形成されています。また、国道、県道を補完するように町道やその他道路（農道

等）が町内各集落を連絡するように形成されています。 
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3.2 大月町地域公共交通の現状 

■地域公共交通の概要 

 大月町内を運行している地域公共交通は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種　類

タクシー 大堂観光タクシー

■公的交通

①柏島 ⇒ 大月小中学校

⓶小才角 ⇒ 大月小中学校

③馬路～大月小中学校

運行事業者 路線

保育所通園バス運行

③ふれあい大月～柏島

➁ふれあい大月～宿毛線

①清水プラザパル前～宿毛駅

 高知西南交通スクールバス

➈大月病院～竜ヶ迫

⑧大月病院～橘浦

➆ふれあい大月～春遠

⑥ふれあい大月～西泊

⑤ふれあい大月～蜂ノ巣

④ふれあい大月～小才角

路線バス 

高知西南

交通

幹線バス

路線

支線バス

路線

（生活交

通バス）

高知西南

交通
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（１）バスの現状 

本町における路線バスは、高知西南交通株式会社により、宿毛市と土佐清水市との間を連

絡する幹線１路線、ふれあいパーク大月を主に起点として町内各地を連絡する支線 8 路線

が運行されています。また、大月小中学校と柏島、小才角、馬路地区を結ぶスクールバスが

３路線運行（平日のみ）されています。 

 

① 高知西南交通株式会社による路線 

■運行路線（大月町内運行分） 

●清水プラザパル前駅⇒ふれあいパーク大月⇒宿毛駅（宿毛駅⇒ふれあいパーク大月⇒清水プ

ラザパル前）毎日運行 

◎ふれあいパーク大月⇒柏島行（柏島⇒ふれあいパーク大月）毎日運行 

◎ふれあいパーク大月⇒蜂ノ巣行（蜂ノ巣⇒ふれあいパーク大月）毎日運行 

◎ふれあいパーク大月⇒小才角行（小才角⇒ふれあいパーク大月）毎日運行 

◎ふれあいパーク大月⇒西泊行（西泊始発⇒ふれあいパーク大月）毎日運行 

◎ふれあいパーク大月⇒春遠行（春遠始発⇒ふれあいパーク大月）毎日運行 

◎大月病院⇒橘浦行（橘浦始発⇒大月病院）毎日運行 

◎大月病院⇒竜ヶ迫行（竜ヶ迫始発⇒大月病院）毎日運行 

◎安満地始発⇒大月病院 平日のみ運行 

○柏島始発⇒大月小中学校行（スクールバス）平日のみ運行 

○小才角始発⇒大月小中学校行（スクールバス）平日のみ運行 

○馬路始発～大月小中学校（登下校）（スクールバス）平日のみ運行 

※「●幹線」「◎支線」「○スクールバス」 

 

■バス路線図（大月町内運行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大月町内運行区間 
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■運行便数 

・スクールバスを除いた路線バスの運行ダイヤから、運行区間別に 1 日当たり平均運行

便数を整理すると図のとおりです。 

・幹線（清水プラザパル前駅～ふれあいパーク大月～宿毛駅）は、日平均 16 便運行され

ていますが、各支線の日平均運行便数は、最大で 7.3 便、最小で 0.7 便となっていま

す。 

・日平均運行便数が 15 便を超えている運行区間は、国道 321 号沿道と県道 43 号の大

月病院から西起ケ丘分岐までの区間に限られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

幹線 
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② 主要バス停区間の日平均利用者数 

大月町内の主要バス停おいて各路線バスの乗降客数を調査した結果から、主要バス停区間

における日当たり平均利用者（スクールバスを除く）を集計した結果を示します。 

・調査時期：平成 31 年 2 月 18 日（月曜日）～2 月 24 日（日曜日） 

・調査方法：運行ダイヤごとに大月町内の主要バス停における乗降客数を手観測で計測 

調査期間中の日平均利用者が多い区間は、国道 321 号沿道の「公民館前」～「大月町役

場前」～「大月小中学校」～「ふれあいパーク大月」～「大月病院」の区間であり、日平均

８０人以上の利用があります。これら区間は支線バスの発着バス停を含むことや大月小中学

校の登下校に児童生徒が利用するため、他の区間に比較して利用が多いと考えられます。 

一方、利用者が少ない区間では、「安満地～橘浦」、「蜂ノ巣～安満池」、「宮ノ谷～一切漁港

前」、「竜ヶ迫白浜～竜ヶ迫～坂本谷～内平分岐」、「西泊～赤泊緑ヶ丘」、「大浦分岐～大浦」

の区間であり、日平均５人以下となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ふれあいパーク大月

大月小中学校

大月町役場前

公民館前

竜ケ迫白崎

橘浦漁港前

大月病院

春遠新田

古満目
赤泊緑ケ丘

西泊

柏島

宮ノ谷

小才角
大浦

蜂ノ巣

国道321号

主要バス停区間 日平均利用者数
（スクールバスを除く）

馬路

安満地

一切漁港前

集頭

安満地分岐

周防形

泊浦

竜ケ迫

内平分岐

福良橋

姫ノ井

宿毛駅方面

西起ケ丘

一切分岐

0.5人

5.7便/日

51.6便/日

坂本谷

月灘小学校

姫ノ井小学校

1.0人

2.0人

34.1人23.3人

17.0人

橘浦

11.0人

0.0人

0.0人

37.7人

37.7人

80.5人

80.4人

140.1人

136.7人

75.0人

54.2人

43.6人

43.6人
43.6人

40.9人

21.7人
21.7人

17.3人

20.8人

20.6人

15.9人

3.5人

27.2人

24.6人

成ヶ丘団地

老人福祉センター前

22.0人

18.4人

17.9人

4.2人

●清水プラザパル前駅～

ふれあいパーク大月～宿毛駅

・112便、日平均16.0便

◎ふれあいパーク大月～柏島

・週51便、日平均7.3便

◎ふれあいパーク大月～蜂ノ巣

・週31便、日平均4.4便

◎ふれあいパーク大月～小才角

・週30便、日平均4.3便

◎ふれあいパーク大月～西泊

・週36便、日平均5.1便

◎ふれあいパーク大月～春遠

・週21便、日平均3.0便

◎大月病院～橘浦

・週32便、日平均4.6便

◎大月病院～竜ヶ迫

・週31便、日平均4.4便

◎安満地 ⇒ 大月病院

・週5便、日平均0.7便

浦尻

大浦分岐

0.0人

頭集 
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年度（4月時点） 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

番号 路線
利用児
童数

利用生
徒数

2014
年度

利用児
童数

利用生
徒数

2015
年度

利用児
童数

利用生
徒数

2016
年度

利用児
童数

利用生
徒数

2017
年度

利用児
童数

利用生
徒数

2018
年度

1 柏島 ～ 一切 ～ 大月小中学校 22 17 39 22 10 32 25 9 34 26 7 33 24 7 31
2 蜂ノ巣 ～ 安満地 ～ 古満目 ～ 大月小中学校 23 14 37 24 14 38 20 11 31 15 13 28 17 15 32
3 赤泊 ～ 西泊 ～ 大月小中学校 20 11 31 27 12 39 25 13 38 27 10 37 21 11 32
4 小才角 ～ 大浦 ～ 大月小中学校 16 15 31 17 22 39 20 19 39 23 16 39 21 8 29
5 龍ヶ迫 ～ 大月小中学校 20 13 33 27 8 35 20 13 33 20 14 34 18 16 34
6 橘浦 ～ 中央公民館 ～ 大月小中学校 21 4 25 27 20 47 25 11 36 12 16 28 11 12 23
7 春遠 ～ 成ヶ丘団地 ～ 大月小中学校 15 6 21 10 12 22 9 4 13 7 9 16 7 5 12
8 馬路 ～ 大月小中学校 26 4 30 25 14 39 21 12 33 29 12 41 27 14 41

合計 163 84 247 179 112 291 165 92 257 159 97 256 146 88 234

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

柏島 ～ 一切 ～ 大月小中学校 39 32 34 33 31

蜂ノ巣 ～ 安満地 ～ 古満目 ～ 大月小中学校 37 38 31 28 32

赤泊 ～ 西泊 ～ 大月小中学校 31 39 38 37 32

小才角 ～ 大浦 ～ 大月小中学校 31 39 39 39 29

龍ヶ迫 ～ 大月小中学校 33 35 33 34 34

橘浦 ～ 中央公民館 ～ 大月小中学校 25 47 36 28 23

春遠 ～ 成ヶ丘団地 ～ 大月小中学校 21 22 13 16 12

馬路 ～ 大月小中学校 30 39 33 41 41

合計 247 291 257 256 234

0

10

20

30

40

50

利
用
児
童
生
徒
数

スクールバス利用状況

③ スクールバス 

本町では、児童生徒数の減少に伴い、平成 13 年度の中学校統合に続き、平成 21 年度に

小学校 13 校（うち 4 校休校）を統合して、大月小中学校に統合しました。 

この小中学校統合に併せて、スクールバスの運行を行っています。 

スクールバスの利用状況は次のとおり、児童生徒数の増減に依存しており、2015 年度

以降減少しています。 

 

スクールバス利用状況 

 

 

 

 

 

資料：大月町教育委員会 
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④ 路線バス運行助成 

本町では、町内を運行する路線バス事業者に運行助成を行っています。 

スクールバス運行を含めた年間助成金の総額は、2017 年度で約 69,126 千円となって 

おり、2015 年度以降増加傾向にあります。また、2013 年度から 2017 年度の平均額 

では、約 66,716 千円となっています。 

 

2017 年度に支出した助成金内訳をみると、生活交通バス運行業務委託料として、23,000 千

円、生活交通バス路線維持費助成金として 6,912 千円、生活交通バス無料対象者運賃助成金と

して、1,365 千円、スクールバス運行委託料として、37,849 千円となっており、スクールバ

ス運行委託料がもっとも支出額が大きくなっています。 

 

 

  

20,650 22,264 23,000 23,125 23,000 22,408

7,680 6,991 7,015 6,716 6,912 7,063

1,984 1,858 1,303 563 1,365 1,415

32,415
34,064

37,353 37,477 37,849 35,831

62,729
65,177
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50,000
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70,000

80,000

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 平均

千
円

バス運行助成金（千円）

大月町生活交通バス運行業務委託料 大月町生活交通バス路線維持費助成金

大月町生活交通バス無料対象者運賃助成金 スクールバス運行委託料
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（２）タクシーの現状 

タクシーは、「タクシー適正化・活性化法」において、地域公共交通の一部であると位置

づけされています。 

本町におけるタクシー事業者は、「大堂観光タクシー」が営業していますが、タクシー運

行サービス圏域を事業所を中心とする半径 5km 圏域とした場合、月灘地区の一部（小才角、

大浦）及び西海岸地区の一部（柏島）がサービス範囲から漏れます。 

なお、町内のタクシー事業者には保育所への通園バス運行を委託しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「大月観光ハイヤー」は現在営業していません。 

  

頭集 
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16～19歳

79人
2%

20～24歳

133人

4% 25～29歳

121人
4%

30～39歳

309人

9%

40～49歳

506人
15%

50～59歳

571人
17%

60～64歳

416人
12%

65～69歳

463人
14%

70～79歳

569人
17%

80～89歳

186人
6%

90歳～

12人
0%

3,365人

運転免許保有人数

年齢区分 運転免許保有人数 比率
16～19歳 79人 2.3%
20～24歳 133人 4.0%
25～29歳 121人 3.6%
30～39歳 309人 9.2%
40～49歳 506人 15.0%
50～59歳 571人 17.0%
60～64歳 416人 12.4%
65～69歳 463人 13.8%
70～79歳 569人 16.9%
80～89歳 186人 5.5%
90歳～ 12人 0.4%
計 3,365人 100.0%
65歳未満 2,135人 63.4%
65歳以上 1,230人 36.6%

（３）自動車運転免許証の保有状況 

① 運転免許保有者数 

平成 30 年の本町の運転免許証保有者は、3,365 人（65 歳未満 2,135 人、65 歳以上

1,230 人）で、運転免許保有者に占める割合は、65 歳未満 63.4％、65 歳以上 36.6%と

なっています。 

 

大月町における運転免許保有者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  資料：宿毛警察署（平成 30 年 10 月 31 日現在） 
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（４）主要施設とバス路線 

本町の主要施設（町役場、小中学校、病院、郵便局等）を中心とした利用圏域（800m）

とバス路線を重ねてみると図に示すとおりです。 

主要施設の利用圏域にはバス路線がありますが、前述の公共交通不便地域（国道 321 号

沿道以外）に立地する主な施設は次の施設が該当します。 

 

・柏島公民館、西泊郵便局、集頭簡易郵便局、古満目郵便局、柏島郵便局、安満地簡易郵便

局、橘浦郵便局、春遠簡易郵便局、すくも湾漁協竜ヶ迫支所、ホテルベルリーフ大月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

頭集簡易郵便局 
頭集 
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（５）公共交通空白地域 

バス路線は、国道や県道をルートとしており、バス停から 500ｍ圏外を公共交通空白地

域とした場合、2015 年国勢調査人口（500m メッシュ）を用いて、分析したところ、大

月町においては、約 425 人（約 8.3％）になります。 

公共交通空白地域の人口が最も多い地区は弘見地区の 297 人、次いで、中央地区 42 人、

月灘地区 73 人、西海岸地区の 13 人となっています。 

公共交通空白地域の人口 

地区 総人口（人） 
公共交通空白地域 

人口（人） 

公共交通空白地域 

人口の比率（％） 

総数 5,095 425 8.3 

弘見地区 1,847 297 16.1 

中央地区 872 42 4.8 

西海岸地区 1,002 13 1.3 

月灘地区 1,374 73 5.3 

 

バス停圏域であっても、日運行便数が 15 便以上ある区間は国道 321 号沿線に限られる

ことから、この沿線以外は公共交通不便地域に該当し、本町の大部分は公共交通不便地域に

なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日運行 15 便以上 

の範囲 

日運行 15 便以

上の範囲 

▼公共交通空白地域と不便地域 

①公共交通利便地域 
②公共交通不便地域 
③公共交通空白地域 ①②以外の区域 
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宿毛市

448人

61%

四万十市

95人
13%

土佐清水市

68人
9%

高知市

25人
4%

黒潮町

16人
2%

愛南町

12人
2%

三原村

5人
1%

南国市

3人

0%

土佐市

3人
0%

香南市

1人
0%

その他市町村

53人
7%

従業・通学地「不

詳」
4人

1%

大月町から他市町村に通勤・通学（15歳以上）

大月町から他の市町村に通勤・通学

総数（15歳
以上就業
者・通学
者）

通勤（15歳
以上）

通学（15歳
以上）

通勤（15歳
以上）構成
比

通学（15歳
以上）構成
比

宿毛市 448人 396人 52人 61.6% 57.8%

四万十市 95人 76人 19人 11.8% 21.1%

土佐清水市 68人 68人 0人 10.6% 0.0%

高知市 25人 16人 9人 2.5% 10.0%

黒潮町 16人 14人 2人 2.2% 2.2%

愛南町 12人 12人 0人 1.9% 0.0%

三原村 5人 5人 0人 0.8% 0.0%

南国市 3人 1人 2人 0.2% 2.2%

土佐市 3人 3人 0人 0.5% 0.0%

香南市 1人 0人 1人 0.0% 1.1%

その他市町村 53人 49人 4人 7.6% 4.4%

従業・通学地「不詳」 4人 3人 1人 0.5% 1.1%

合計 733 643 90 100.0% 100.0%

資料：平成27年国勢調査

3.3 大月町における移動の状況 

（１）通勤・通学流動 

① 大月町から他の市町への通勤・通学流動（15 歳以上） 

本町の就業・就学者（15 歳以上）は 3,951 人（通勤 3,789 人、通学 162 人）で、本

町内での通勤・通学を行っている人は 1,605 人（通勤 1,569 人、通学 36 人）となって

おり、通勤・通学者の 40.6%を占めています。 

本町から他の市町への通勤・通学は最も多いのが隣接する宿毛市であり、通勤 396 人

（61.6%）、通学 52 人（57.8%）となっています。 

次いで通勤では四万十市 95 人、土佐清水市 68 人となり、通学では宿毛市 52 人、四万

十市 19 人となっています。 
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大月町に他の市町村から通勤・通学

総数（15歳
以上就業
者・通学
者）

通勤（15歳
以上）

通学（15歳
以上）

通勤（15歳
以上）構成
比

通学（15歳
以上）構成
比

宿毛市 229人 226人 3人 70.0% 75.0%

四万十市 30人 30人 0人 9.3% 0.0%

土佐清水市 29人 29人 0人 9.0% 0.0%

愛南町 7人 7人 0人 2.2% 0.0%

高知市 5人 5人 0人 1.5% 0.0%

四万十町 5人 5人 0人 1.5% 0.0%

土佐市 2人 2人 0人 0.6% 0.0%

三原村 2人 2人 0人 0.6% 0.0%

いの町 1人 1人 0人 0.3% 0.0%

中土佐町 1人 1人 0人 0.3% 0.0%

黒潮町 1人 1人 0人 0.3% 0.0%

その他市町村 3人 3人 0人 0.9% 0.0%

従業・通学地「不詳」 12人 11人 1人 3.4% 25.0%

合計 327 323 4 100.0% 100.0%

資料：平成27年国勢調査

宿毛市

229人

70%

四万十市

30人
9%

土佐清水市

29人

9%

愛南町

7人
2%

高知市

5人
1%

四万十町

5人
2%

土佐市

2人
1%

三原村

2人
1%

いの町

1人
0%

中土佐町

1人

0%

黒潮町

1人
0%

その他市町村

3人

1%

従業・通学地「不

詳」
12人

4%

大月町に他市町村から通勤・通学（15歳以上）

② 大月町に他の市町から通勤・通学流動（15 歳以上） 

他の市町村から本町への通勤・通学は最も多いのが宿毛市であり、通勤 226 人（70.0%）、

通学 3 人（75.0%）となっています。次いで、通勤では四万十市 30 人（9.3%）、四万十

市 29 人（9.0％）となっています。 

他の市町村から本町への流動は、宿毛市、四万十市、土佐清水市で 88.3%となっていま

す。 
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徒歩だけ

181人
17%

乗合バス

18人
2%

勤め先・学校のバス

17人
2%

自家用車

723人
67%

オートバイ

54人

5%

自転車

64人

6%

その他

15人
1%

不詳

1人
0%

町内で通勤通学

1,073人

鉄道・電車

20人
3%

乗合バス

14人
2%

勤め先・学校のバス

1人
0%

自家用車

587人
77%

ハイヤー・タクシー

1人
0%

オートバイ

62人

8%

自転車

11人
2%

その他

62人
8%

不詳

3人

0%

町外へ通勤通学

761人

乗合バス

5人
2%

自家用車

294人

90%

オートバイ

10人

3%

自転車

4人

1%

その他

13人
4%

不詳

1人
0%

町外から通勤通学

327人

徒歩だけ

181人
8%

鉄道・電車

20人
1% 乗合バス

37人
2%

勤め先・学校のバス

18人
1%

自家用車

1,604人
74%

ハイヤー・タクシー

1人
0%

オートバイ

126人

6%

自転車

79人
4%

その他

90人
4%

不詳

5人
0%

通勤通学合計

2,161人

（２）通勤・通学の手段 

平成 22 年国勢調査によると、本町内、町外への通勤・通学ともに、移動手段は自家用車

が最も多く、町内 723 人（67%）、町外 587 人（77%）となっています。 

次いで町内通勤・通学では、徒歩だけ 181 人（17%）、自転車 64 人（6%）となり、町

外通勤・通学では、オートバイ 62 人（8％）、鉄道・電車 20 人（3%）、乗合バス 14 人

（2％）となっています。 

町外から本町への通勤・通学では、自家用車 294 人（90％）、オートバイ 10 人（3％）、

乗合バス 5 人（2％）となっています。 

通勤・通学全体では、自家用車 1,604 人（74％）、徒歩 181 人（8％）、オートバイ 126

人（6％）、自転車 79 人（4％）となっており、乗合バスは 37 人（2％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：2010 年国勢調査 

※H27 の国勢調査では交通手段別通勤・通学流動は調査対象外となっているため、

H22 国勢調査資料を用いて集計  
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3.4 公共交通に対する住民等の意向や利用実態 

本町における公共交通の利用実態や住民ニーズ等を把握するために実施した住民アンケ

ート調査結果から概要を示します。 

■アンケート調査の概要 

調査対象：大月町在住の 15 歳以上 1,000 世帯の方 

調査期間：平成 30 年１２月５日～１２月２５日 

調査方法：郵送による配布・回収 

配 布 数：（全体）送付数 1,000 世帯（人） 

回収状況：（全体）回収数  443 人 有効回収率 44.3％ 

 

（１）移動満足度 

■公共交通での移動に対する満足度と不満理由 

日常の公共交通での移動について、「不便を

感じていない」が 171 人約 44.1％となって

います。次いで、「不便を感じている」及び「不

便をあまり感じていない」が 83 人約 21.4％

となっています。 

公共交通での移動に「不便を感じる」「やや

不便を感じる」と回答した方の理由について

は、「利用できるバス停留所があっても運行本

数が少ない又は行き先が目的にあわない」が

102 人約 7.7％となっています。次いで、「自

家用車の方が公共交通と比べて便利」が 72 人約 5.4％、「自宅から鉄道やバス停留所まで

が遠い」が 46 人約 3.5％となっています。 

 

 

 

  

3.5%

7.7%

2.2%

0.8%

1.1%

5.4%

1.1%

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 9.0%

自宅からバス停留所や鉄道駅までが遠い

利用できるバス停留所があっても運行本数が少ない又は行き先

が目的にあわない

通常のタクシーが利用できるが、料金が高い

家族等に送迎してもらう必要があり、家族等に遠慮がある

介助や杖を必要とするなど外出そのものが困難な状況である

自家用車の方が公共交通と比べて便利

その他

感じている

21.4%

やや感じている

13.1%

あまり感じていな

い

21.4%

感じていない

44.1%

（N＝388）
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（２）利用頻度 

■路線バスの利用状況 

路線バスの利用状況については、「ほとんど乗

らない」が 335 人約 82.3％となっています。

次いで、「1 ヵ月に数日」が 36 人約 8.8％、「年

に数日」が 21 人約 5.2％となっています。 

 

 

 

 

■路線バスの主な利用目的 

路線バスの主な利用目的は、「通院」が 60 人

約 46.5％となっています。次いで、「買い物」

が38人約29.5％、「その他」が15人約11.6％

となっています。 

 

 

 

 

 

■路線バスを利用しない理由 

路線バスを利用しない理由は、「車などのバス以外の交通手段がある」が259人約52.7％

となっています。次いで、「運行本数が少ない」が 73 人約 14.9％、「料金が高い」が 32

人約 6.5％となっています。 

 

  

6.5%

4.3%

14.9%

2.0%

3.1%

1.6%

2.4%

0.6%

1.0%

1.2%

52.7%

2.2%

7.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

料金が高い

バスは時間がかかる

運行本数が少ない

運行時刻（時刻表）が分かりにくい

停留所が遠い

バスと鉄道との接続が悪い

バス同士の接続が悪い

駐車場・駐輪場が無い

運行情報が分かりにくい

車両がバリアフリーに対応できていない

車などのバス以外の交通手段がある

家族大勢など複数の人数で移動することが多い

その他

週に３日以上

1.0%

週に１～２日

2.7%

１ヶ月に数日

8.8%

年に数日

5.2%

ほとんど乗らない

82.3%

（N＝407）

通学

0.8%

買い物

29.5%

趣味・娯楽

4.7%

通院

46.5%

福祉施設の利用

1.6%

その他公共施設の

利用

5.4%

その他

11.6%

（N＝129）
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（３）サービス水準の満足度 

■路線バスのサービス水準（運行本数、ルート等）の満足度と不満理由 

現状の路線バスのサービス水準について、

「バスを必要としない」が約 46.2％、「不満で

ある」が 13.0％、「やや不満である」が約

23.1％、「おおむね満足している」が約 13.0％

となっています。 

現状の路線バスのサービス水準について不

満であると回答した方の理由は、「乗りたい時

間に運行していない」が 43 人約 37.4％とな

っています。次いで、「目的地に直接行けない」

が 18 人約 15.7％、「車などのバス以外の交通

手段がある」が 13 人約 11.3％となっています。 

 

 

 

■路線バスのサービス水準が改善された場合の利用意向 

路線バスを利用しない理由が改善された場合

における利用意向は、「利用しない」が 143 人

約 46.3％となっています。一方、「たぶん乗る」

が 66 人約 21.4％、「利用する」が 20 人約

6.5％、「その他」が 80 人約 25.9％となって

います。 
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11.3%

7.8%
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0.9%

9.6%

0.0%

11.3%

2.6%

0.0% 5.0% 10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%

目的地に直接行けない

目的地まで早く行けない（時間がかかる）

自宅から停留所までが遠い

乗りたい時間に運行していない

運賃が高い

座れない

時間が読めない。予定が組みにくい

利用方法を知らない・難しい

車などのバス以外の交通手段がある

その他

満足している

4.7%

おおむね満足して

いる

13.0%

やや不満である

23.1%

不満である

13.0%

バスを必要としな

い（わからない）

46.2%

（N＝169）

運行状況・サービス水準等が改善

されれば、必ず乗る（利用する）

6.5%

運行状況・サービ

ス水準等が改善さ

れれば、たぶん乗

る（利用したい）

21.4%

運行状況・サービ

ス水準等が改善さ

れても、乗らない

（利用しない）

46.3%

その他

25.9%

（N＝309）
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（４）公共交通中心に生活への転換について 

■自家用車中心の生活から公共交通中心の生活への転換について 

自家用車中心の生活から公共交通中心の生活

への転換についてお聞きしたところ、「既に公共

交通が中心」が 56 人約 38.9％となっていま

す。次いで、「現状の公共交通の状況では出来な

い・変わらないと思う」が 45 人約 31.3％、「将

来、年をとれば公共交通に転換できると思う」

が 27 人約 18.8％となっています。 

また，「日常的には難しいが、時々なら転換で

きると思う」が 11.1%となっています。 

 

 

 

 

 

3.5 交通事業者ヒアリング調査 

大月町の路線バス運行事業者に対して利用状況や今後の経営方針等についてヒアリング

を行った結果を以下に示します。 

 

（１）バス事業者【西南交通株式会社 本社営業所】 

○所在地：高知県四万十市佐岡 434-1（電話）0880-34-1266 

○調査年月日：平成 31 年 1 月 9 日（水曜日） 

○調査内容：下記のとおり 

 

① 路線別の利用者の状況・特徴について 

・大月町内の幹線系は高知県補助路線となっており、ふれあいパーク大月を中心に利用さ

れている。 

・幹線系の一部区間はスクールバス路線と重複している区間もある。 

・利用客は病院への通院や買物先への移動手段として路線バスが利用されており、通勤に

はほとんど利用されていない状況である。 

・幹線系の利用者は宿毛方面が主体で土佐清水方面への利用はほとんどない状況である。 

・通学で見ても高校生の利用は 10 人ぐらいの利用にとどまっており、バイク通学主体で

ある。 

・柏島を観光スポットにした観光客の利用についても低調である。 

② 利用者からの声について 

・運行車両やバスターミナルに利用者アンケートを準備しているがあまり利用されてい

ない。 

・列車で宿毛駅に到着しても宿毛駅発のバスが設定さてれいないなど鉄道とバスの連絡

既に公共交通が中

心

38.9%

日常的には難しい

が、時々なら転換

できると思う

11.1%

将来、年をとれば

公共交通に転換で

きると思う

18.8%

現状の公共交通の状況で

は出来ない・変わらない

と思う

31.3%

（N＝144）
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面がよくないとの声がある。 

・バス路線は、土佐くろしお鉄道中村駅から足摺方面へは連絡しているが、宿毛駅では連

携を意識してバス運行ダイヤを設定していない（宿毛駅～中村駅は当社バス路線があり

鉄道を利用しなくても中村駅に連絡している）。 

・柏島からの回送バスに乗客を乗せられないかという声もあるが、柏島からの最終便でも

乗客がほとんどいなので、そのようなことはあまり考えていない。 

③ 現在の運行ルートの問題点・課題について 

・主な利用者が高齢者であるので大月町内の集落を結んだルートで運行している。 

・小型バス（20～30 人乗り）、柏島方面は中型バス（26～30 人乗り）で運行 

④ 現在の運行ダイヤ（時刻表）の問題点・課題について 

・スクールバスの運行時間帯の路線バスには多くの方に利用していただいている。 

・宿毛高校、宿毛工業高校の通学者が利用しやすい時間帯にダイヤ設定すれば利便性が向

上すると考える。しかしながら、宿毛工業高校着を 30 分早めると宿毛高校に 30 分早

く着くことになるので宿毛高校への通学者は自宅を 30 分早く出発することになって

しまう。ダイヤのどこかを修正すれば別のダイヤに影響するので難しい面もある。 

・宿毛高校では 2 年生からバイク通学を許可しているので、バイク通学が多いと考える。 

・宿毛工業高校の入学式にバス事業者として路線バス利用の案内を行っている。 

・路線バスを利用する上で、自宅からバス停までの移動手段がないことも利用者が増えな

い一因と考える。 

⑤ バス停の位置（配置）についての問題点・課題について 

・道路が拡幅されたり改良されたりすることでバス停の位置が変わったところがある。 

・ほとんどの路線ではフリー乗降可能にしている。 

・特に高齢者の降車時には、できるだけ自宅に近い場所で降車できるように配慮している。 

⑥ 運行において今後改善すべき点について 

・IC カード（DESUCA）の利用推進（普及） 

・バス利用者の半数も利用が無い状況である。 

・IC カードを購入できる場所が限られているので利用者が伸びない要因と考える。 

・バス車両の中で IC カードにチャージすることができる。 

・現在、バス停の新設は予定していない（フリー乗降可能区間が大部分である） 

・集約施設等がバス路線沿線に新設された場合はバス停の設置を考える。 

・大月病院や大月小中学校は玄関ピロティまで車両が入っているので特にバス停の整備

は考えていない。 

⑦ 鉄道【宿毛市】等との乗り継ぎについて 

・宿毛駅での乗り継ぎを考慮したバスダイヤ検討が考えられる。 

⑧ 利用者を増やす方策について 

・運転免許返納制度でバスを利用していただけるとありがたい。 

・現在のバス利用を考えると運転免許を持たない高齢者と子供になると考える。 

・運賃は据え置きを続けているが消費税 10％になると厳しい状況である。 

・道の駅大月が拠点になればバス利用者が増加する可能性がある。 
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・バス待ち時間を道の駅で過ごすことができように大月病院と道の駅を循環するバスを

考えている（町） 

・四万十市と黒潮町でデマンド運行（9 人乗り）を行っている。利用者は午前中に通院し

て、買い物等をしてから帰宅する方が多い。 

⑨ 乗降客数の極端に少ない区間のモードの転換について 

・柏島線をデマンド運行に変更することは考えられる。 

・大月町内の運行は 13～16 人の乗員で運行している。幹線を除くと 5～6 人の乗員で

運行している。 

・デマンド運行に変更する場合、必要な運転免許が異なるため、労務管理上現在の職員で

カバーすることは難しい。 

・社内では、バスとデマンドタクシー双方運行できるように、普通 2 種免許に加えて大

型 2 種免許の双方取得を社内補助を行い奨励している。 

・バス車両は、国や県、市町村の補助で導入することができる。 

⑩ その他 

○今後の経営方針、運転手の確保等 

・インバウンド需要の高まりに応じて、貸切バスの営業に力を入れている。 

・路線バスの収支について欠損補助により収支均衡を図っている。 

・路線バスは住民生活の足として維持しないといけないと考えている。 

・路線バスの拡大や増便に関しては現在の人的状況では慎重に検討する考えである。 

・乗務員の定年による減員を再雇用で確保している状況であるが見通しは厳しい。 

・若年乗務員を募集しても応募もなく、確保困難である。 

○その他 

・幹線は定時運行で支線はデマンド運行にしてカバーエリアを拡大することを検討 

・最終便は利用者が無いか少ないため運行時間を早めたい。 

・古いバス停（小屋）は撤去や改修要請があっても、予算面から対応できていない。 

・低床タイプのバス車両は、7 台／40 台であり車両更新時に低床バスを導入しているが

車両置き換えにはまだ時間がかかる見込みである。 
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第４章 大月町の公共交通を取り巻く現状と課題の整理 

4.1 現状と問題点の抽出・整理 

（１）地域現況の整理 

① 人口 

・総人口は減少傾向となっています。 

・2005 年（6,927 人）→2018 年（5,089 人）、2005 年から約 27％減少 

・将来人口推計（社人研推計 2060 年：1,456 人）、2018 年から約 71%減少の見込み 

・地域別人口（2018 年 10 月 1 日住民基本台帳）は、弘見地区が全体の約 37％（1,872

人）、月灘地区が 27%（1,355 人）、西海岸地区が 19%（998 人）、中央地区が 17%

（864 人）となっています。 

・年齢 3 区分別人口（2015 年国勢調査）では、15 歳未満の年少人口（446 人、約 8.8%）、

15 歳～64 歳までの生産年齢人口（2,409 人、約 47.3%）、65 歳以上の高齢者人口

（2,240 人、約 44.0％）となっています。 

・年齢 3 区分別人口構成比の推移（1880 年国勢調査から 2015 年国勢調査）を見ると、

15 歳未満の年少人口比は、21.4％から 8.8％に減少し、また、15 歳～64 歳までの生

産年齢人口比も、63.0％から 47.3％に減少しています。その一方で、65 歳以上の高齢

者人口比は、15.6％から 44.0％に増加し、少子高齢化が進行しています。 

・通学需要年齢（2015 年国勢調査 10 歳～19 歳）は、町全体で 328 人（6.4％）、地域

別では、弘見地区 158 人（3.1％）、中央地区 49 人（1.0%）、西海岸地区 46 人（0.9％）、

月灘地区 75 人（1.5％）となっています。 

・世帯数（2015 年国勢調査）では、2,369 世帯であり、2000 年をピークとして減少に

転じています。1 世帯あたり人員は、1980 年の 2.07 人／世帯から 2015 年では 2.12

人／世帯に減少しています。また、世帯総数のうち、一般世帯が 2,363 世帯、施設等の

世帯が 6 世帯となっています。 

・一般世帯のうち、65 歳以上の高齢者がいる世帯は 1,539 世帯（65％）であり、高知県

平均（48%）より 17 ポイント高くなっています。また、65 歳以上の単身者世帯は 566

世帯（24%）であり、高知県平均（16%）を 8 ポイント上回っています。 

 

 

  



43 

 

② 流動 

・本町の就業・就学者（2015 年国勢調査 15 歳以上）は 3,951 人（通勤 3,789 人、通

学 162 人）で、町内での通勤・通学を行っている人は 1,605 人（通勤 1,569 人、通学

36 人）となっており、通勤・通学者の 40.6%を占めています。 

・本町から他の市町への通勤・通学する人は、733 人（通勤 643 人、通学 90 人）、その

うち、最も多いのが隣接する宿毛市であり、通勤 396 人（61.6%）、通学 52 人（57.8%）

となっています。次いで通勤では四万十市 95 人、土佐清水市 68 人となり、通学では宿

毛市 52 人、四万十市 19 人となっています。 

・他の市町村から本町への通勤・通学する人は、327 人（通勤 323 人、通学 4 人）、その

うち、最も多いのが宿毛市であり、通勤 226 人（70.0%）、通学 3 人（75.0%）となっ

ています。次いで、通勤では四万十市 30 人（9.3%）、土佐清水市 29 人（9.0％）とな

っています。また、他の市町村から本町への流動は、宿毛市、四万十市、土佐清水市で

88.3%となっています。 

・通勤・通学移動手段（2010 年国勢調査）では、町内、町外への通勤・通学ともに、移動

手段は自家用車が最も多く、町内 723 人（67%）、町外 587 人（77%）となっていま

す。次いで町内通勤・通学では、徒歩だけ 181 人（17%）、自転車 64 人（6%）とな

り、町外通勤・通学では、オートバイ 62 人（8％）、鉄道・電車 20 人（3%）、乗合バ

ス 14 人（2％）となっています。 

・町外から本町への通勤・通学では、自家用車 294 人（90％）、オートバイ 10 人（3％）、

乗合バス 5 人（2％）となっています。 

・通勤・通学全体では、自家用車 1,604 人（74％）、徒歩 181 人（8％）、オートバイ 126

人（6％）、自転車 79 人（4％）となっており、乗合バスは 37 人（2％）となっていま

す。 

・町内外の移動時の移動手段は、ほとんどが自家用車利用となっています。 

 

 

③ 運転免許証保有者 

・運転免許証保有者（Ｈ30 年度）は、3,365 人（65 歳未満 2,135 人、65 歳以上 1,230

人）で、総人口（5,089 人）に占める運転免許保有者の割合は 66.1％です。 

・また、運転免許保有者に占める 65 歳以上保有者の割合は 36.6％となっています。 
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（２）住民ニーズの整理 

① 属性 

・回答者は 60 歳以上が約 74.0％ 

・免許の所有の状況は「持っている」が全体の約 78.0％ 

・自家用車の所有は「自由に使える自動車がある」が全体の約 76.0% 

・外出頻度は「1 週間に 3 日以上」が約 61.6％ 

 

② 外出 

1）通勤・通学 

・通勤・通学先は大月町内（57.0％）と宿毛市（27.0％）がほとんどです。 

・通勤・通学の時間帯 

  目的地への到着時間帯 7 時-8 時台が大勢を占めています。 

  目的地から出発時間帯 16 時-19 時台が大勢を占めています。 

・通勤・通学での公共交通機関の利用は約 6.4％、一方、自家用車は約 70.2％です。 

 

２）買い物 

・買い物先は、大月町内（39.1％）と宿毛市（52.0％）がほとんどです。 

・買い物の頻度は、週 1～2 日が約 40.7％、週 3～4 日が約 25.4％ 

・買い物の時間帯 

  目的地への到着時間帯 10 時台が最も多くなっています。 

  目的地から出発時間帯 11 時-18 時台が大勢を占めています。 

・買い物の公共交通機関の利用は約 8.8％、一方、自家用車は約 59.8％です。 

 

３）通院 

・通院先は、大月町内（53.7％）と宿毛市（30.1％）がほとんどです。 

・通院頻度は、「年に数日」（約 41.8％）、「1 ヵ月に数日」32.1％です。 

・通院時間帯 

  目的地への到着時間帯 8 時～10 時台が最も多くなっています。 

  目的地から出発時間帯 11 時～16 時台が大勢を占めています。 

・通院の公共交通機関の利用は約 13.4％、一方、自家用車は約 61.8％です。 

 

４）文化活動・娯楽等 

・外出先は、大月町内（32.3％）と宿毛市（41.3％）がほとんどです。 

・外出頻度は、「1 ヵ月に数日」（約 32.2％）、「週に 1～2 日」24.9％ 

・外出時間帯 

  目的地への到着時間帯 9 時～13 時台が最も多くなっています。 

  目的地から出発時間帯 14 時～16 時台が大勢を占めています。 

・外出の公共交通機関の利用は約 8.9％、一方、自家用車は約 64.9％です。  
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③ 移動 

・最寄りのバス停の認知度は約 88.9％でほとんどの人が知っています。 

・バス停から 500ｍ圏内（徒歩約 7 分圏内）の方が約 56.7％ 

・最寄りの鉄道駅の認知度は約 83.5％でほぼ知っています。 

・公共交通機関での移動に対してあまり不便を感じていない状況です（65.5％）。 

・公共交通機関での移動に不便を感じている理由として「運行本数が少なく行先が目的地と

合っていない」「車の移動が便利と感じている」「自宅から鉄道やバス停留所までが遠い」

を挙げている方が多くなっています。 

・路線バスの利用状況は、「ほとんど乗らない」が約 82.3％、「1 ヵ月に数日」が約 8.8％、

「年に数日」が約 5.2％となっています。 

・路線バスの主な利用目的は、「通院」が約 46.5％、「買い物」が約 29.5％、「その他」が

約 11.6％となっています。 

・路線バスを利用しない理由では、「車などのバス以外の交通手段がある」が約 52.7％、「運

行本数が少ない」が約 14.9％、「料金が高い」が約 6.5％となっています。 

・路線バスのサービス水準について、「バスを必要としない」が約 46.2％、「不満である」

が 13.0％、「やや不満である」が約 23.1％、「おおむね満足している」が約 13.0％とな

っています。 

・路線バスのサービス水準について不満であると回答した方の理由は、「乗りたい時間に運

行していない」が約 37.4％、「目的地に直接行けない」が約 15.7％、「車などのバス以

外の交通手段がある」が約 11.3％となっています。 

・路線バスを利用しない理由が改善された場合における利用意向は、「利用しない」が約

46.3％。一方、「たぶん乗る」が約 21.4％、「利用する」が約 6.5％、「その他」が約 25.9％

となっています。 

④ 公共交通の在り方について 

・今後の路線バスの維持主体等に対する考え方は、「民間が維持できない部分は、デマンド

タクシー等を町で検討すべき」が約 47.5％、「わからない」が約 23.9％、「現状のよう

に運賃収入だけでは賄えない赤字分を行政が負担して、民間が維持すべき」が約 14.3％

となっています。 

・路線バスの維持のため、今後の財政投入とこれら公共交通サービスの水準のあり方につい

てお聞きしたところ、「わからない」が約 37.3％、「現状は妥当な財政投入額・運行方法・

運賃・サービス水準である」が約 15.3％、「財政投入を抑制するために、現在運行してい

る民間のサービス内容を絞り込み、代わりに住民がボランティアで運転手になり、困って

いる人を送迎するなど、別の方法で対応する」が約 14.0％となっています。 

・「公共交通空白地域」に対して、どのような対策を講じる必要があるかお聞きしたところ、

「民間のバス事業者が対応しないところだから、公共交通空白地域でもやむを得ない」が

約 16.1％、「民間バス事業者と協議・連携し、（一定の補助金を出しても）公共交通空白

地域をなくすよう路線をつくる」が約 14.7％となっています。 
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（３）公共交通の現況の整理 

① バス事業者 

■現状 

・大月町内の幹線系は高知県補助路線となっており、ふれあいパーク大月を中心に利用され

ている。 

・利用客は病院への通院や買物先への移動手段として路線バスが利用されており、通勤には

ほとんど利用されていない状況である。 

・幹線系の利用者は宿毛方面が主体で土佐清水方面への利用はほとんどない状況である。 

・通学で見ても高校生の利用は 10 人ぐらいの利用にとどまっており、バイク通学主体であ

る。 

・柏島を観光スポットにした観光客の利用についても低調である。 

・列車で宿毛駅に到着しても宿毛駅発のバスが設定さてれいないなど鉄道とバスの連絡面

がよくないとの声がある。 

・宿毛工業高校の入学式にバス事業者として路線バス利用の案内を行っている。 

・道路が拡幅されたり改良されたりすることでバス停の位置が変わったところがある。 

・ほとんどの路線ではフリー乗降可能にしている。 

・特に高齢者の降車時には、できるだけ自宅に近い場所で降車できるように配慮している。 

■運行において今後改善すべき点について 

・IC カード（DESUCA）の利用推進（普及） 

・バス車両の中で IC カードにチャージすることができるが、IC カードを購入できる場所が

限られているので利用者が伸びない要因と考える。 

・現在、バス停の新設は予定していない（フリー乗降可能区間が大部分である） 

・集約施設等がバス路線沿線に新設された場合はバス停の設置を考える。 

・宿毛駅での乗り継ぎを考慮したバスダイヤ検討が考えられる。 

・幹線は定時運行で支線はデマンド運行にしてカバーエリアを拡大することを検討したい。 

・最終便は利用者が無いか少ないため運行時間を早めたい。 

・低床タイプのバス車両は、7 台／40 台であり車両更新時に低床バスを導入しているが車

両置き換えにはまだ時間がかかる見込みである。 

・乗務員の定年による減員を再雇用で確保している状況であるが見通しは厳しい（若年乗務

員を募集しても応募もなく、確保困難である。） 
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② 公共交通不便地域 

■空白地域 

・バス停から 500ｍ圏内の人口が約 4,670 人（約 91.7％）であり、バス停から 500ｍ

圏外を公共交通白地地域とした場合、約 425 人（約 8.3％）が公共交通空白地域の居住

者となっています。 

・公共交通空白地域の居住人口（2015 年国勢調査 500ｍ人口メッシュ） 

 弘見地区 （297 人）地区人口に占める割合（16.1％） 

 中央地区 （42 人）地区人口に占める割合（4.8％） 

 西海岸地区（13 人）地区人口に占める割合（1.3％） 

 月灘地区 （73 人）地区人口に占める割合（5.3％） 

 大月町全体（425 人）総人口に占める割合（8.3％） 

■不便地域 

・バス停圏域であっても、日運行便数が 15 便以上ある区間は国道 321 号沿線に限られる

ことから、この沿線以外は公共交通不便地域に該当し、本町の大部分は公共交通不便地域

になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日運行 15 便以上 

の範囲 

①公共交通利便地域 

②公共交通不便地域 

③公共交通空白地域 

▼公共交通空白地域と不便地域 再掲 
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（４）問題点の抽出 

① 地域の現況 

◆人口減少と高齢化率の増加 

・人口が減少し続け、将来人口が現在の約３割に減少することが想定されています。また、

現時点で高齢化率（65 歳以上）が 4 割を超えており、高齢化率は上昇の一途をたどって

いることなどから、地域経済や住民生活などをはじめとする地域社会に与える影響が大き

いと考えます。 

 

◆通勤・通学における公共交通利用率が著しく低い 

・現在、運転免許保有率は人口の 66％になっています。このことから、通勤時における自

家用車利用がほとんどであり、公共交通利用率は著しく低いものとなっています。 

・通学利用については、高校 2 年生からバイク通学が許可されている関係で、公共交通を

利用する生徒が少なくなっています。 

・近隣の２つの高校（宿毛高校、宿毛工業高校）を連絡するバス路線についても学校到着時

間帯が利用者ニーズマッチしていないことなどから、バス利用を敬遠されている可能性が

考えられます。 

 

◆65 歳以上の運転免許証保有率の増加 

・現在、運転免許保有者に占める 65 歳以上保有者の割合は 36.6％となっていますが、今

後、高齢化が進展することで、自動車等の運転における安全性の懸念から、運転免許を返

納される方が増加することが考えられます。 

・運転免許返納者を含め、高齢者や交通弱者に対する地域生活の移動手段の提供・確保が問

題となります。 

 

② 住民ニーズ 

◆買い物・通院での公共交通の利用率は著しく低い 

・住民のほとんどはバス停 500ｍ圏内に居住していますが、アンケートによると、買い物

や通院においてバスを利用する方は、買い物利用で約９％、通院利用で約 13％と低い状

況です。 

・買い物や通院においても自家用車の利用率が高く（買い物約 60％、通院約 62％）、日常

の移動手段は自家用車を利用する方がほとんどであり、バス路線を維持する上で、その利

用が低調であることは問題と考えます。 

 

③ 公共交通の現況 

◆路線バス運行ダイヤの検討による利便性向上 

・バス利用者増加対策の一つとして、買い物利用や通院ニーズにマッチした運行ダイヤを検

討するなど、利便性向上を図る対策の検討が必要です。 

・利用者が極端に少ない運行便があるなど、利用者ニーズにマッチしたバス路線と運行ダイ

ヤを検討（再編）することが必要と考えます。  
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◆公共交通空白（不便）地域への対応 

・バス停 500ｍ圏外に居住している住民の移動手段を提供・確保するため、タクシー、福

祉事業との連携、地域ボランティア等、地域の実情に合った公共交通の在り方を検討する

ことが必要です。 

 

◆バス事業者、タクシー事業者の高齢化への対応 

・バス事業者、タクシー事業者において経営者や乗務員の高齢化が進んでおり、これら公共

交通運行に当たる乗務員の確保とタクシー事業者の事業継承が問題となります。 

 

◆スクールバスの活用と役割分担 

・バス路線とスクールバス路線が重複している区間がありますが、スクールバスと路線バス

の役割分担を検討し、必要に応じてスクールバスに混乗することも視野に入れた検討が必

要です。 

 

◆利用者のニーズに合わせた接続や運行ダイヤの検討 

・公共交通の利便性の向上を図るため、バス路線相互の接続や鉄道ダイヤとの連携を考慮し

た運行ダイヤの検討も必要です。 
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4.2 地域公共交通の役割と課題整理 

（１）地域公共交通の役割 

本町の現状分析や上位・関連計画より、地域において公共交通が果たすべき役割は、次の

ように整理しました。 

① 住民や来訪者の移動利便性の確保 

・住民の通勤・通学・通院・買物などの日常生活の移動を担います。 

・町内の各拠点施設へ町内外からの来訪者の移動を担います。 

 

② まちのにぎわい創出と交流のための社会基盤 

・都市機能（役場、病院、小中学校、金融機関、道の駅等）がコンパクトに集積する中心部

への移動を円滑にし、まちのにぎわいの創出や交流を促進します。 

・幡多地域各市町村との連携を強化し、利便性の高い生活を可能とします。 

 

③ 外出機会の増加と移動手段の提供・確保 

・住民の外出機会を増やし、健康増進や介護予防の効果を導く外出手段を確保します。 

・地域中心部と集落拠点の連携を図るため、移動環境を維持・確保します。 

 

（２）公共交通を取り巻く課題 

町の概況や公共交通の現状調査、住民アンケート調査及び交通事業者に対するヒアリング

調査等の結果などから、町内の公共交通を取り巻く課題を次のように整理しました。 

① 公共交通利用者数の減少 

・町内の路線バスは、一定の運行間隔や便数で運行されているが、自家用車に依存する生活

様式が定着していることなどから、利用者数は低迷しています。 

・また、自前の移動手段を持たない移動困難者が医療機関や商業施設に行く際には行先や時

刻が合わない等、提供されている交通サービスと実際の移動ニーズとの間に不整合が生じ

ている場合があります。 

 

② 効率的で効果的な公共交通体系の構築 

・市の中心部をはじめ、町内に幹線バス、支線バスが運行されているが、乗客が極端に少な

い便があるなど、効率的な運行が為されているとは言えない。 

・一方、自宅から最寄りのバス停までの距離が遠く、公共交通が確保されていない集落（公

共交通空白地域）が町内各地域に点在している。 

・町内の各集落拠点から大月小中学校を連絡するスクールバスや通園バスが運行されてい

るが、スクールバスと路線バスの重複区間があるなど、交通サービス相互間の連携が図ら

れているとは必ずしも言えない状況にある。 

・町は路線バスやスクールバスを維持するため、平成 29 年度で約 69 百万円を負担してお

り、負担額は近年増加傾向にあります。 
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③ まちづくりと公共交通体系との一体的な展開 

・上位計画である「第 6 次大月町総合振興計画」においては、「住みたい、住める、住んで

よかった町づくり」の実現を図るため、基本目標として、「産業振興と若者が定住できる

まちづくり」「みんなが安心して暮らせるまちづくり」「町民が主人公のまちづくり」の３

つのテーマを挙げ、各分野においてまちづくりに取り組んでいくことにしています。 

・特に、交通通信分野では、高齢化、過疎化が進み生活基盤が危機的状況にある中、地域の

活力を取り戻し、生きがいのある生活を実現するためには、地域間の交流を結ぶ道路網の

整備推進はもとより、鉄道、バス路線などの交通手段の確保が重要であるとしています。 

・本町の行財政運営の最上位計画「第 6 次大月町総合振興計画」に示されたまちづくりの

基本目標との整合を図り、本町中心部と各集落拠点が公共交通ネットワークで結ばれ、高

齢者をはじめとする住民が自家用車に過度に頼ることなく公共交通により医療・福祉施

設や商業施設等にアクセスできるよう公共交通の充実を図る必要があると考えます。 

・また、道の駅「ふれあいパーク・大月」多機能拠点化基本構想・基本計画に基づき、道の

駅「ふれあいパーク・大月」の多機能拠点化に向けた施設整備と合わせた公共交通の充実

を推進し、地域の持続に貢献する新しい本町の「基盤エンジン」を構築することが望まれ

ます。 

 

④ 観光振興に資する公共交通体系の構築 

・町中心部の交通拠点となる道の駅「ふれあいパーク大月」を拠点した町内観光地への移動

や、町内観光地相互間の移動に資する公共交通体系の構築と公共交通を利用する動機づけ

となる観光客への情報提供が必要と考えます。 

・観光振興や定住促進など、広域的な利用が見込まれる鉄道や高速バス等による高速交通体

系と連携した公共交通ネットワークの構築が望まれます。 

 

⑤ 住民・交通事業者・行政による推進体制の強化 

・公共交通体系の構築に向けた取組を推進するため、「大月町地域公共交通網形成計画」を

策定し、その実現を図るために、行政や交通事業者・住民等が一体となった公共交通を地

域で支える体制の構築や利用意識の醸成を図る必要があると考えます。 
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（3）大月町の公共交通を取り巻く課題と方向性を次のように整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題

・路線バス・生活交通バスの利用者が少ない。 
・公共交通のサービス水準が低い。 

 ⇒自家用車利用が多くなっている。 

・乗り継ぎの利便性が配慮されていない。 

・生活交通バスでは、極端に利用者が少ない区 
 間・時間帯がある。 

・公共交通サービス施策等による収益率の低

下。 

・スクールバスと生活交通バスの重複区間があ 

 る。 

・まちづくり計画や観光交流施策と連携した公 
 共交通の充実や交通拠点の整備 

・中心部と各集落の公共交通ネットワークの強 

 化 

 ⇒公共交通により医療・福祉施設や商業施  

 設等にアクセス 

・中心部における都市機能集積と循環型の公共 

 交通ネットワーク形成 

・通勤・通学の移動手段は、74%が自家用自 
 動車 

 ⇒自家用車から公共交通へのモードの転換を 

 促進 

・ 総人口・生産年齢人口による利用者の減少 

 ⇒現在の公共交通利用者の継続利用と新たな  

 利用者の確保 

・ 町民が自らの問題として地域の交通手段確 

 保に参画する必要がある。 

・利用実態・利用目的に応じた輸  
 送形態の見直し 

・町内の主要施設間の連携を高める 

・ 乗継の改善 

・高校通学の利便性を図るなど、需要 

に沿った運行形態の改善 

・生活交通バス運行内容の見直し 
 ⇒減便、運行区間の縮小、重複区間  

  の廃止の検討 

・交通モードの転換 

 ⇒デマンド型乗合タクシー運行導入 

  検討 

・スクールバスと生活交通バスの運行  

 調整や混乗について検討 

・道の駅「ふれあいパーク・大月」の 
 まちづくり拠点・観光交流拠点整備 

 に合わせた交通結節機能の向上 

・ 中心部における拠点ゾーン形成と 

 拠点間の移動の利便性確保 

・観光総合案内センターの拡充と合わ 

 せた交通結節点の整備 

・モビリティ・マネジメント（移動や  
 交通流動改善の取組み）による公共 

 交通の利用促進 

 ⇒公共交通ホームページ充実・公共 

  交通マップの作成・バス乗り方教  

  室実施・公共交通を利用した通学 

  促進等 

・ 地域住民協議会（仮称）等の設立 

・ 県が進める貨客混載の取り組み等 

 との連携 

方向性
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第５章 地域公共交通網形成計画の基本理念及び基本方針 

5.1 基本理念 

大月町の交通を取り巻く課題を踏まえて、大月町の公共交通のあるべき姿として、基本理

念を以下のように設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

安心で健全な暮らしを支え、まちの活力を生む生活基盤として、みんな

で使い続ける持続可能な公共交通を構築します。 

基本理念 

◇公共交通は、高齢者や障がい者、児童・生徒など、自動車の運転が困難な人々が安心して

暮らせるために欠かせない交通手段であるとともに、日常生活における利便性を確保し、

高齢者の社会参加を促すなど、健全な住民生活を支える重要な生活基盤と考えます。 

◇公共交通利用者の拡大は、町民の移動機会の増加にともなう買物・レジャー活動や交流に

より「まちの活気」を生むとともに、バス事業の収支が改善されるばかりではなく、町外

利用者の拡大により、観光レジャー目的での来訪者の拡大が期待できるなど、まちの活力

を生む根幹的な生活基盤と考えます。 

◇利用者の拡大、効率性の向上、運行コストの縮減などによる収益性の向上等によって、事

業収支の改善と運営補助金負担の見直しを図ることが、健全な財政運営と「持続可能な公

共交通」の実現につながるものと考えます。 

◇公共交通が地域の足として無くてはならないものとの認識を共有しつつ、町民、行政、交

通事業者が協力・連携し、みんなで守り育て、使い続けていくことが重要と考えます。 

安心で健全 

活力を生む 

持続可能 

地域の交通手段 
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5.2 基本方針 

本計画の基本理念である「安心で健全な暮らしを支え、まちの活力を生む生活基盤として、

みんなで使い続ける持続可能な公共交通を構築します。」の実現に向けて本計画を推進する

に当たり、次の基本目標と基本方針を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標 

目標１ 

●地域の安心な生活を支える利

便性の高い公共交通の実現 

・高齢化や少子化等社会状況の変

化に対応し、適切な公共交通サ

ービスを提供します。 

  

目標 2 

●効率的で地域に合った持続可能

な公共交通の実現 

・利用者の減少と公的負担の増加

に対応するとともに、バス運行

に関するコストの縮減を図りま

す。 

目標 3 

●地域との連携による活発な利

用に支えられた公共交通の実

現 

・バス利用者のニーズへに対応す

るとともに地域の移動手段を守

り育てる意識の醸成を図り、利

用を促進します。 

基本方針 

基本方針１ 

●公共交通網の再編 

・需要に応じた効率的で効果的な

公共交通網の形成 

・利用しやすい交通手段や運行形

態の導入 

  

基本方針 2 

●公共交通の利用促進 

・利用しやすい公共交通サービ

スの充実 

・施設の改善などによる利便性

の向上 

基本方針 3 

●地域で守り、地域を支える公共

交通 

・地域を支える生活基盤として

の公共交通を守り、育てる意識

の醸成や枠組み作り 

・公共交通の活発な利用に向 

けた情報発信 
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5.3 施策体系 

基本理念、基本方針等のもと、次に示す施策体系に基づき、具体的な施策を展開していき

ます。 

 

 

基本理念 
安心で健全な暮らしを支え、まちの活力を生む生活基盤として、みんなで使い続

ける持続可能な公共交通を構築します。 

  【施策体系】   

基本方針  施策  事業等 

基本方針１ 

◆公共交通網の再編 

・需要に応じた効率的

で効果的な公共交通

網の形成 

・利用しやすい交通手

段や運行形態の導入 

 施策１-１ 

・効率的な公共交通ネッ

トワークの形成 

 1-1-1 バス路線の役割（幹線系路線、支

線系路線等）の設定 

  1-1-2 需要に応じたバス運行の見直し 

1-1-3 スクールバスの転換 

 施策１-2 

・利用状況に応じた利便

性の高い交通の導入 

 1-2-1 デマンド型交通の運行 

  1-2-2 生活交通バスの再編 

 

 施策１-3 

・まちなか連絡交通の強

化 

 1-3-1 新たなまちなか連絡バスの運行 

  1-3-2 運行ルート見直しによるまちな

か運行交通の強化 

 施策１-4 

・広域連携交通の維持･

改善 

 1-4-1 路線バスの運行改善・運行支援 

  1-4-2 周辺市との連携強化 

基本方針 2 

◆公共交通の利用促進 

・利用しやすい公共交

通サービスの充実 

・施設の改善などによ

る利便性の向上 

 

 

 施策 2-1 

・公共交通の利便性向上 

 2-1-1 道の駅大月における環境整備 

  2-1-2 バス待合環境の改善 

  2-1-3 パーク（サイクル）＆バスライド

の推進 

  2-1-4 バリアフリー対応車両への更新 

  2-1-5 小型バスの導入・タクシーの活用 

 施策 2-2 

・利用しやすい料金制度

の検討 

 2-2-1 町内均一料金制度の導入検討 

  2-2-2 運賃割引制度の導入検討 

基本方針 3 

◆地域で守り、地域を

支える公共交通 

 ・地域を支える生活基

盤としての公共交通

を守り、育てる意識

の醸成や枠組み作り 

・公共交通の活発な利

用に向けた情報発信 

 施策 3-1 

・地域で支える公共交通

の枠組作り 

 3-1-1 地域で支える公共交通の手法等

検討 

  3-1-2 住民、行政、交通事業者等の役割

分担と導入プロセスについて 

 施策 3-2 

・地域で支える公共交通

の実現に向けた検討 

 3-2-１行政、交通事業者等による支援の

あり方について 

  3-2-2 住民啓発、実証運行等のあり方に

ついて 

 施策 3-3 

・積極的な公共交通情報

の発信 

 3-3-１総合的な公共交通情報の発信 

  3-3-2 広報紙･ホームページ等を活用し

た情報提供 

 施策 3-4 

・公共交通利用への意識

啓発の推進 

 3-4-１モビリティ・マネジメント（ＭＭ）

の実施 
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第 6 章 目標達成に向けた施策・事業及び評価指標の設定 

6.1 目標達成に向けた施策･事業 

（１）基本方針 1 公共交通網の再編 

 

施策１-１ 効率的な公共交通ネットワークの形成 

 

【目指すべき姿】 

・路線バス、生活交通バスの利用特性や地域の状況等を踏まえ、効率的な公共交通ネットワ

ークの形成と利便性の向上を目指します。 

・需要に応じた効率的で効果的な公共交通網の再編により、バス事業者の負担の軽減、持続

可能な公共交通体系の構築を目指します。 

 

【実現に向けた事業等】 

事業等 概要 実施時期 実施主体 

1-1-1 

バス路線の役割（幹

線系路線、支線系路

線等）の設定 

効率的な公共交通ネットワークの形成

により、運行本数の維持・増便、ダイヤ

の調整を行い、利用者にとって分かり

やすさと利便性の向上を図ります。 

2020 年度。 

以降随時見直し 

大月町 

 

 

1-1-2 

需要に応じたバス運

行の見直し 

 

 

非効率なバス便解消などにより、バス

事業運営の健全化及び運営補助金の見

直しと公共交通空白地域等への対応を

行います。 

 

2020 年度。 

以降随時見直し 

 

 

大月町、 

交通事業者 

 

 

 

1-1-3  

スクールバスの転換 

 

 

生活交通バスとスクールバスの重複解

消により、効率的なバス運行とバス事

業者の負担軽減を図ります。 

 

2020 年度準備。

2021 年度実証運

行 

 

大月町、 

交通事業者 

学校 
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事業 1-1-1 バス路線の役割の設定 

事業内容 

町内を走行するバス路線（幹線系路線、支線系路線等）について、運行状況

等を踏まえ、各路線の位置づけ、役割を整理し、再編に向けた基本的な方針

を定めます。 

実施主体 大月町、バス事業者等 

実施時期 2020 年度。以降随時見直し 

 

【路線の位置づけ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大 月 町 地

域 公 共 交

通網 

支線バス路線 

新たな移動手

段 

支線 

路線 

公共交通空白

地域 

幹線 

路線 
幹線バス路線 

・支線バス路線と連携して大月町内外の縦断的

な連絡を行う。鉄道との連携により、圏域外へ

の連絡を可能とする。 

・支線バス路線との乗り継ぎ利便性の 

向上を図る。 

・町内の生活関連施設等への連絡を行う。幹線バ

ス路線への接続により町外との連絡を担う。 

・路線の特性に応じ、効率化（デマンド化、曜日

指定運行、ゼロ便の見直し等）や利便性の向上

（需要に応じた路線設定、乗り継ぎ時間の調

整等）を図る。 

・スクールバスは、現状運行を維持しつつ、混乗

について検討する。 

・バスでの対応が困難又は、非効率な場合は、新

たな移動手段（乗合タクシー、自家用車有償運

送等）の導入を検討する。。 

・空白地域人口は全町人口の約８％となってい

る。 

・最寄りのバス路線を維持しつつ、デマンド対応

等、新たな移動手段等について検討を行う。 
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事業 1-1-2 需要に応じたバス運行の見直し（1/2） 

事業内容 
町内を走行するバス路線について、運行経路の特性や運行目的、需要などに

応じた運行方式について整理し、各運行経路ごとの再編方針を定めます。 

実施主体 大月町、バス事業者等 

実施時期 2020 年度。以降随時見直し 

 

     
幹

線

バ

ス

路

線 

◎清水プラザパル前～宿毛駅 

◎ふれあい大月～宿毛駅 

・基本的には、現状の運行形態とし、運行便数の増

加や生活バスとの連絡強、化を図る等により、一

層の利便性向上を図る路線と位置づける。 

・鉄道の乗り換え利便性の向上等のためにダイヤ調

整等を検討する。 

       

   路線定期運行  

支

線

バ

ス

路

線 

○ふれあい大月～柏島 

・足の長い路線であり、観光路線でもあることから、

基本的には、現状の運行形態とし、ゼロ便、スク

ールバスとの重複については効率化を図る。 

・宿毛市への連絡強化について検討する。 

 ◎清水プラザパル前～宿毛

駅 

◎ふれあい大月～宿毛駅 

○ふれあい大月～柏島 

○ふれあい大月～小才角     ○ふれあい大月～小才角 

・国道上のルートであり、幹線バスと合わせ沿線利

用を図るため、基本的には、現状の運行形態とし、

ゼロ便、スクールバスとの重複については効率化

を図る。 

・宿毛市への連絡強化について検討する。 

       

運行 

方式 

    ス

ク

｜

ル

バ

ス

路

線 

○柏島 ⇒ 大月小中学校（スクールバス） 

○小才角 ⇒ 大月小中学校（スクールバス） 

○馬路～大月小中学校（スクールバス） 

・現状の運行形態とし、運行維持を目指すが、混乗

について検討する。 

 

  

       

   区域運行（デマンド）  

支

線

バ

ス

路

線 

○ふれあい大月～蜂ノ巣（大月町役場まで延伸） 

・デマンド方式への切替えを検討する 

・行き帰りのスクールバスは混乗  ○ふれあい大月～蜂ノ巣 

○ふれあい大月～西泊 

○ふれあい大月～春遠 

○大月病院～橘浦 

○大月病院～竜ヶ迫 

    ○ふれあい大月～西泊（大月町役場まで延伸） 

・デマンド方式への切替えを検討する 

・行き帰りのスクールバスは混乗 

    ○ふれあい大月～春遠（大月町役場まで延伸） 

・デマンド方式への切替えを検討する 

・行き帰りのスクールバスは混乗 

     ○大月病院～橘浦 

・デマンド方式への切替えを検討する 

・行き帰りのスクールバスは混乗 

     ○大月病院～竜ヶ迫 

・デマンド方式への切替えを検討する 

・行き帰りのスクールバスは混乗 
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事業 1-1-2 需要に応じたバス運行の見直し（2/2） 

事業内容 
町内を走行するバス路線について、運行経路の特性や運行目的、需要などに

応じた運行方式について整理し、各運行経路ごとの再編方針を定めます。 

実施主体 大月町、バス事業者等 

実施時期 2020 年度。以降随時見直し 

 

【公共交通網の再編イメージ】 
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事業 1-1-3 スクールバスの転換 

事業内容 

運行路線・時間が重複する生活交通バスとスクールバスについて、児童・生

徒が登下校の時間帯の生活交通バスを利用（混乗）することにより、効率的

なバス運行とバス事業者の負担軽減を図ります。 

実施主体 大月町、バス事業者・学校 

実施時期 2020 年度準備、関係機関との協議により、逐次実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「混乗化検討スクールバス路線」 

 ①柏島 ⇒ 大月小中学校 ➁小才角 ⇒ 大月小中学校 

【留意点】 

 ・児童・生徒の席の確保 ・スクールバス機能維持のための対応 

              （台風等緊急時や行事等による登下校時間の変更対応） 

頭集 
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（２）基本方針 1 公共交通網の再編 

 

施策１-2 利用状況に応じた利便性の高い交通の導入 

 

【目指すべき姿】 

・自宅の近くから目的地まで移動できる「デマンド型交通」を導入することで、元気な高齢

者が一人で気軽に外出できることを目指すとともに、バスのない地域に居住する人が、自

動車を気軽に利用できなくても便利に移動できることを目指します。 

・足の長い路線や観光目的を含む生活交通バス路線については、通勤、通学時間帯の利用状

況を踏まえた運行ダイヤに再編するなど、様々な利用ニーズに対応して地域内・外や町の

中心部まで便利に移動することができる環境を目指します。 

 

【実現に向けた事業等】 

事業等 概要 実施時期 実施主体 

1-2-1 

デマンド型交通の

運行 

町内各地域内の移動や、町の中心部への

移動を支える交通手段として、事前の予

約に応じて運行する「デマンド型交通」

を導入します。 

2021 年度～ 

準備・実証運行・ 

運行開始 

大月町、 

交通事業

者 

1-2-2 

生活交通バスの再

編 

継続する生活交通バス路線については、

通勤、通学時間帯の利用状況を踏まえた

運行ダイヤに再編します。 

2021 年度 

以降逐次再編 

 

大月町、 

交通事業

者 
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事業 1-2-1 デマンド型交通の運行 

事業内容 

主に高齢者の通院や買物目的の移動手段を確保するため、自宅付近の指定場

所から目的地まで事前の予約に応じて運行する「デマンド型交通」を導入し

ます。 

新たなモードの導入に向け、モデル路線を選定し、実証実験に向けた検討を

行います。 

実施主体 大月町、バス事業者等 

実施時期 
2020 年度:準備・実証実験、2021 年度運行開始（西泊線） 

2021 年度以降:他路線も逐次移行 

 

 

 

 

 

 

 

項  目 内    容  

運行区域  
◎清水プラザパル前～宿毛駅◎ふれあい大月～宿毛駅 

○ふれあい大月～柏島○ふれあい大月～小才角   以外の路線(区域) 

運行体系 自由経路ミーティングポイント型を基本とする。 

運行日 【今後検討】 

運行時間帯 【今後検討】 

利用対象者  運行区域内に居住している方 。＊事前に利用者登録が必要  

目的地  町の中心エリアの主要施設 

利用料金 【今後検討】 

 

【運行体系案】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・利用したい時間や行きたい場所を、事前に電話で予約することで、自宅付近まで車両が迎えに

来て、あらかじめ設定した目的地まで送迎するサービス。 

・バスのように複数人で同じ車両に乗り合って、各利用者の目的地まで移動する。 

・利用には事前登録が必要 

デマンド型交通 

自由経路ミーティング

ポイント型 

・運行ルートは定め

ず、予約に応じ所定

のバス停等間を最短

経路で結ぶ方式。 

・最短経路により、所

要時間短縮 

・バス停等多数設置に

よるバス停までの歩

行距離短縮 
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事業 1-2-2 生活交通バスの再編 

事業内容 

路線定期運行として存続する「ふれあい大月～柏島線」「ふれあい大月～小

才角線」は、町内の公共交通幹線軸として、幹線バス路線を補完する支線バ

ス路線と位置づけ、円滑な乗換えの設定や生活施設等へのアクセス強化など

により、町民の通学、通勤、通院、買い物などの機会を確保します。 

実施主体 大月町、バス事業者等 

実施時期 2021 年度以降デマンド型への移行に合せ逐次再編 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

頭集簡易郵便局 

頭集 
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（３）基本方針 1 公共交通網の再編 

 

施策１-３ まちなか連絡交通の強化 

 

【目指すべき姿】 

・まちなかの移動や回遊性を向上させるため、新たに町の中心ゾーンにおける主要生活利便

施設をつなぐ連絡バスを運行するとともに、中心部にアクセスする支線バス路線の運行ル

ートを延伸し、両者の運行ダイヤの調整等、連携して運行することにより、利便性の高い

「まちなか連絡交通」の構築を目指します。 

 

【実現に向けた事業等】 

事業等 概要 実施時期 実施主体 

1-3-1 

新たなまちなか連

絡バスの運行 

生活交通バスの再編により、大月町の中

心ゾーンを運行する「まちなか連絡バ

ス」を運行します。 

2020 年度 

準備・実証 

運行 

2021 年度

運行開始 

 

大月町、 

交通事業者 

1-3-2 

運行ルート見直し

によるまちなか運

行交通の強化 

周辺からの支線バスとまちなか連絡バ

スが連携して、両者が担う役割に応 じ

た運用を図ります。 

2020 年度 

以 降 逐 次 実

施 

大月町、 

交通事業者 
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事業 1-3-1 新たなまちなか連絡バスの運行 

事業内容 

デマンド型交通の導入とそれに伴う生活交通バスの運行廃止に対応し、まち

なかの移動に特化した「まちなか連絡バス」を運行します。 

医療施設、商業施設、金融施設、公共施設等を結ぶピストン運転により、一

度の外出により、効率よく日常の用事が済ませるよう利便性の向上を図りま

す。 

実施主体 大月町、バス事業者等 

実施時期 2020 年度: 準備・実証運行 2021 年度:運行開始  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【まちなか連絡バス】 
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事業 1-3-2 運行ルート見直しによるまちなか運行交通の強化 

事業内容 

路線バス、生活交通バス及びデマンド型交通との接続を考慮した運行ダイヤ

の検討や相互の運行ルートの重複により、 まちなか運行交通を強化し、利

便性の向上を図ります。 

実施主体 大月町、バス事業者等 

実施時期 
2020 年度: デマンド型への移行に合せ実施(西泊線) 2020 年度 以降逐

次実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【まちなか連絡交通の強化】 

頭集簡易郵便局 

頭集 
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（４）基本方針 1 公共交通網の再編 

 

施策１-４ 広域連携交通の維持･改善 

 

【目指すべき姿】 

・大月町内を運行する路線バスの接続環境の向上により、「広域連携交通」としての機能の

維持・強化を図ることで、町内外を便利に移動できる公共交通ネットワークを目指します。 

・ 生活交通バスの運行延伸により路線バスを補完し、通勤・通学、買い物など日常生活に

おいて比較的依存度が高い宿毛市へのアクセス強化を目指します。 

 

【実現に向けた事業等】 

事業等 概要 実施時期 実施主体 

1-4-1 

路線バスの運行改

善・運行支援 

大月町内を運行する路線バスについて、

利用状況や需要に応じた見直しを行う

とともに、行政による運行支援を継続し

ます。 

2020 年度 

以 降 逐 次 改

善 

 

大月町、 

交通事業者 

1-4-2 

周辺市との連携強

化 

宿毛市方面への広域的な移動を支える

路線バスを補完するため、生活交通バス

の運行延伸を検討します。 

2020 年度 

以 降 逐 次 改

善 

 

大月町、 

交通事業者、 

そ の 他 の 関

係主体 
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事業 1-4-1 
路線バスの運行改善・運行支援 

 

事業 1-4-2 周辺市との連携強化 

事業内容 

大月町を運行する路線バスは、主に高校生による通学や町内外への通勤、買

い物などの目的での利用が多くなっています。このため、生活交通バスの見

直しやデマンド型交通の導入に合わせたダイヤの再編について検討します。 

町外も含む通学・通勤時などの交通手段を維持するため、今後も行政による

運行支援を継続するとともに、今後の利用状況や、道の駅の再整備をはじめ

とする地域状況の変化に応じた運行内容の見直し・改善を行っていきます。 

実施主体 大月町、バス事業者等 

実施時期 2021 年度以降デマンド型への移行に合せ逐次改善 

 

【路線バス】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

頭集 
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（５）基本方針 2 公共交通の利便性向上 

 

施策２-１ 公共交通の利便性向上 

 

【目指すべき姿】 

・道の駅を中心に大月町内外や町内各地域への移動が円滑にできるよう道の駅機能とバス

ターミナル機能が一体となったバスの乗り継ぎ拠点を整備し、公共交通の利便性向上を図

ります。  

・今後の公共交通ネットワークの再編や高齢化の進行を踏まえて、公共交通の待合環境や、

バスの乗降又はバス同士の乗り継ぎ環境を整備することで、誰でも円滑・快適に公共交通

を乗り継いで移動することができる環境を目指します。 

 

【実現に向けた事業等】 

事業等 概要 実施時期 実施主体 

2-1-1 

道の駅大月におけ

る環境整備 

道の駅において、乗降や各路線の乗り継

ぎ、車からの乗換えなどが円滑・快適に

行えるようベンチや上屋等の設備を備

えたバスベイを整備します。また乗り継

ぎ案内機能を備えた待合スペースを道

の駅の施設内に整備します。 

2021 年度 

以降逐次実

施 

大月町、 

交通事業者、 

そ の 他 の 関

係主体 

2-1-2 

バス待合環境の改

善 

利用者が多いバス停について、上屋やベ

ンチ等の設置を検討します。 

また、施設発着のバス停については可能

な限り、施設を利用した設置を検討しま

す。 

2021 年度 

以降逐次実 

施 

大月町、 

交通事業者、

そ の 他 の 関

係主体 

2-1-3 

パーク（サイクル）

＆バスライドの推

進 

道の駅、町役場の駐車場・駐輪場等を活

用し、自動車・自転車からバスに乗り換

えて移動する「パーク（サイクル）＆バ

スライド）」を推進します。 

2021 年度 

以降逐次実 

施 

大月町、 

交通事業者、

そ の 他 の 関

係主体 

2-1-4 

バリアフリー対応

車両への更新 

路線バスやコ生活交通バスについて、高

齢者や障害者のバス乗降時の負担を軽

減するため、今後のバス車両の更新に合

わせたバリアフリー対応車両の導入を

推進します。 

2020 年度 

以降逐次実 

施 

大月町、 

交通事業者、

そ の 他 の 関

係主体 

2-1-5 

小型バスの導入・

タクシーの活用 

小型バスの導入・タクシーの活用によ

り、需要に応じた効率のよいバス運行の

実現を図ります。 

また、狭隘な道路への進入により、利便

性の向上を図ります。 

2020 年度 

以降逐次実 

施 

 

大月町、 

交通事業者、

そ の 他 の 関

係主体 
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バス停 
上屋・ベンチ等待合

設備を設置 

バスベイ 

事業 2-1-1 道の駅大月における環境整備 

事業内容 

『道の駅「ふれあいパーク・大月」多機能拠点化基本計画』におけるターミ

ナル機能（待合スペース、乗降所、車両待機所等）、休憩機能(駐車場等)、

情報発信機能(観光・イベント・地域情報庫コ－ナー)の整備に合わせ、快適

な待合スペースや利便性の高い乗降場の環境整備について検討します。 

実施主体 大月町、バス事業者等 

実施時期 2021 年度以降道の駅整備計画に基づき逐次実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▼道の駅拠点整備イメージ 

・上屋・ベンチ 

・乗り継ぎ移動距離が短くなるようバスバースの形

状が工夫されている 

・背後の施設と隣接し、一体的な利用が可能 

・施設ではレンタサイクルの貸し出しがある 

▼参考事例・バスバース 
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事業 2-1-２ 

事業 2-1-3 

バス待合環境の改善 

パーク（サイクル）＆バスライドの推進 

事業内容 

公共交通ネットワークの再編に合わせ、バス停における待合環境（上屋、ベ

ンチ等）の改善を検討します。 

道の駅大月や広い駐車場を有する公共施設などを活用し、マイカーの駐車場

（パーク＆ライド）や乗降所（キス＆ライド※）、自転車駐車場（サイクル

＆ライド）を設置し、他の交通手段からバスへの乗り継ぎの利便性を向上さ

せることにより、バス利用を促進します。 

実施主体 大月町、バス事業者等 

実施時期 2021 年度以降公共交通網の再編、道の駅整備に合せ逐次実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

▼バス停（名称板のみ） ▼バス停（上屋） 
上屋の改善 

乗降の改善 

▼バス停（上屋・風除け）事例 ▼バス停の待合環境や乗換え利便性向上イメージ 

※キス＆ライド：自宅から公共交通機関の

乗降所（駅やバス停など）まで自動車等

で家族に送り迎えをしてもらう通勤・通

学形態。乗り降りの時にキスをすること

から生まれた言語 

▼P&R 公共施設駐車場の活用 
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（６）基本方針 2 公共交通の利便性向上 

 

施策２-２ 利用しやすい 料金制度の検討 

 

【目指すべき姿】 

・公共交通ネットワークの再編に合わせて、誰にでも分かりやすく利用しやすい料金体系を

構築 することで、手軽に公共交通を利用できる環境を目指します。。 

 

【実現に向けた事業等】 

事業等 概要 実施時期 実施主体 

2-2-1 

町内均一料金制度

の導入検討 

路線バス、生活交通バス及びデマンド交

通について、町内の移動時はどの公共交

通でも同じ料金で利用できる「町内均一

料金制度」の導入を検討します。 

2020 年度 

以 降 逐 次 移

行 

 

大月町、 

交通事業者 

2-2-2 

運賃割引制度の導

入検討 

乗り継ぎ運賃割引、運転免許返納割引(継

続)、回数券の発行など、利用しやすい運

賃割引制度の 導入を検討します。 

2020 年度 

以 降 逐 次 移

行 

 

大月町、 

交通事業者 
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事業 2-2-1 町内均一料金制度の導入検討 

事業内容 

路線バス、生活交通バス、デマンド型交通を対象として、町内をバスで移動

する際は同じ料金で利用できる「町内均一料金制度」の導入を検討します。  

現在の生活交通バスは、移動距離に応じた距離制の料金体系となっています

が、これを定額料金に変更します。  

また、同じく距離制の料金体系となっている路線バスについても、バス事業

者と調整し、料金体系を統一します。 

実施主体 大月町、バス事業者等 

実施時期 2020 年度以降区域運行に合せ逐次移行 

 

■近隣市町料金制度(資料：中山間地域における移動手段確保対策の手引き 高知県) 

市町名 運行主体 導入形態 運賃 

土佐市 

（「ドラゴン

バス」） 

土佐市観光 

有限会社 
路線バス（民営） 

大人 ３００円（高岡中心部～Ｊ

Ｒ伊野駅は２００円） 

小人 １００円 

※身体障がい者は半額 

宿毛市 

（コミュニテ

ィバス） 

宿毛市 

ハイヤー会社と業務

委託契約締結 

市町村運営有償運

送（公共交通空白

地有償運送） 

施設間で設定。最大 750 円。

小学生は大人運賃の半額。各種

手帳交付者は半額免除他。 

土佐清水市 

（デマンド交

通） 

㈲足摺交通 

龍串見残観光ハイヤ

ー㈲ 

デマンド型乗合タ

クシー 

エリア内１００円／回。エリア

を越える区域内２００円／回。

区域外（市街地まで）最大８０

０円／回 

四万十市「ふ

れ愛タクシ

ー」、 

「ふれ愛

号」） 

㈲西土佐交通、高知

西南交通㈱、四万十

市タクシー組合 

デマンド型乗合タ

クシー、バス 

エリア内：２００円。２エリ

ア：３００円。２エリアを超

え：５００円他※小学生以下及

び障害者は半額。 

四万十町 
（株）四万十交通。

(有) 丸三ハイヤー 
路線バス（民営） 一回の乗降で １００円 

黒潮町 
：㈱四万十交通。高

知西南交通㈱ 

路線バス（民営） 

エリアデマンド 

バス 

距離制 

エリアデマンドバス：１乗車１

００円 ※障がい者割引、小人割

引 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・路線バス・生活交通バス・デマンド型交通ともに、町内を移動する際は 

距離に関わらず同じ料金で利用できる「町内、または町内を数ゾーンに

分けた均一料金制度」の設定（金額は今後検討） 

・地域公共交通会議での合意を得た後、運輸局の許可が下りた料金 

（不当に高額な運賃・料金設定がなされ、旅客の利益を阻害する心配がな

いこと） 
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（７）基本方針３ 地域で守り、地域を支える公共交通 

 

施策３-１ 地域で支える公共交通の枠組作り 

 

【目指すべき姿】 

・地域で支える公共交通により、地域の移動ニーズに柔軟に対応するとともに、担い手を確

保することで、持続可能な移動サービスの構築を目指します。 

・適用可能性が高いと判断された手法について実施までのプロセスと役割を明確にし、住民

により具体的なイメージを提供し、有効な判断材料とします。 

 

【実現に向けた事業等】 

事業等 概要 実施時期 実施主体 

3-1-1 

地域で支える公共

交通の手法等の検

討 

地域で支える公共交通の手法について、

法的措置や各地の事例なども踏まえな

がら研究・調査を行います。 

2020 年度。

以降随時検討 

大月町、住

民、その他

の関係主体 

3-1-2 

住民、行政、交通事

業者等の役割分担

と導入プロセスに

ついて 

地域で支える公共交通の構築に向けた

役割分担と構築までのプロセスについ

て検討を行います。 

2021 年度。 

以降随時検討 

大月町、住

民、その他

の関係主体 
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道路運送法 合意形成 利用者 備考

交通空白運
送

78条、79条 登録不要 定員11人以上のバス車両も利用可能

市町村福祉
運送

78条、79条
要介護者
(登録制)

78条、79条 登録制 定員11人以上のバス車両も利用可能

78条、79条
要介護者
(登録制)

無し 不要 規定無し
容認される無償運送の範疇を逸脱しな
いことが必要、また事故時の対応等も
含め様々な問題点も多い

無償運送

分類

自家用
車有償
運送

市町村有償
運送

過疎地有償運送

福祉有償運送

地域公共交
通会議等

運営協議会

事業 3-1-1 地域で支える公共交通の手法等の検討 

事業内容 

交通事業者における運転手不足や高齢化社会の進展による担い手不足に対応

し、地域住民の生活に不可欠な交通手段を確保するため、地域で支える公共

交通に適用可能性のある手法について研究調査を行い、地域住民との役割分

担について検討します。 

実施主体 大月町、住民、その他の関係主体 

実施時期 2020 年度。 以降随時検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【自家用有償旅客運送分類】 

 

 

 

 

 

 

  

【
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
】 

【
道
路
運
送
法
の
事
業
区
分
】 
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（８）基本方針３ 地域で守り、地域を支える公共交通 

 

施策３-2 地域で支える公共交通の実現に向けた検討 

 

【目指すべき姿】 

・各種支援によって、地域で支える公共交通の導入が容易となるよう支援のあり方について

検討します。  

また、導入時の支援だけでなく運営支援に関しても十分な検討を行います。 

 

【実現に向けた事業等】 

事業等 概要 実施時期 実施主体 

3-2-1 

行政、交通事業者

等による支援のあ

り方について 

地域で支える公共交通の導入において、

金銭的、人的及び情報提供等の支援のあ

り方についての検討を行います。 

2021 年度。

以降随時検討 

大月町、住

民、その他

の関係主体 

3-2-2 

住民啓発、実証運

行等のあり方につ

いて 

地域で支える公共交通に関する導入手

順等について、ホームページ、広報誌を

通じて住民への情報発信をするととも

に取組を促進します。住民の取組みによ

り、実行可能なものは実証運行に向けた

検討を行います。 

2021 年度、

2022 年度検

討。 

2023 年度 

以降準備・実

証運行 

大月町、住

民、その他

の関係主体 
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事業 3-2-1 行政、交通事業者等による支援のあり方について 

事業内容 

地域で支える公共交通の導入にあたっての補助制度や支援策について検討し

ます。 

また、持続可能な公共交通を目指し、導入後の運営支援策について検討しま

す。 

なお、各種支援が既存交通事業者の妨げにならないように配慮します。 

実施主体 大月町、住民、その他の関係主体 

実施時期 2021 年度、2022 年度。以降随時検討 

 

〇国の補助制度 

・国土交通省（補助要件に留意） 

・地域の特性に応じた生活交通の確保維持（地域公共交通確保維持事業）等 

〇県の補助制度 

・高知県公共交通活性化支援事業費補助金 

・高知県中山間地域生活支援総合事業 

〇他都市の参考事例 

・過疎地有償運送導入・運行支援補助金（鳥取県） 

運行経費 
（運行赤字又は運行費用の 8/10 のいずれか低い額） 

 運行立ち上げ時から３年間助成 

・ 自治会等輸送活動支援モデル事業（島根県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・地域の利用者の方が電話で予約をし、自治振興会の有志が運転 

・町が車両を無償貸与、年間修繕費を補助 
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事業 3-2-2 住民啓発、実証運行等のあり方について 

事業内容 

地域で支える公共交通に関する導入手順等について、ホームページ、広報誌

を通じて住民への情報発信をするとともに取組を促進します。住民の取組み

により、実行可能なものは実証運行に向けた検討を行います。 

実施主体 大月町、地域住民、その他の関係主体 

実施時期 2021 年度、2022 年度検討。2023 年度 以降準備・実証運行 

 

・高知県貨客混載推進検討会が進める貨客混載の取り組みとの連携を図り、姫ノ井集落活動

センターでの⼩さな拠点の形成と合わせ、地域の特性を踏まえた地域で支える公共交通の

実現に向けた検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目  要件  

必要性 

（導入が認め

られる場合） 

行政機関、交通事業者、住民などで構成

される運営協議会において、バスやタク

シーなどの公共交通機関によっては住

民に対する十分な輸送サービスが確保

されていないと認められ、その必要性に

ついて合意が得られていることが必要

運行主体 NPO 法人など法人格のある非営利団体 

自治会、町内会などの権利能力なき社団

で、代表者が定められているもの 

対象地域 過疎地域その他の交通が著しく不便な

地域であって、公共交通機関によっては

住民に対する十分な輸送サービスが確

保できないと認められる地域 

運送の対象 地域住民又は地域内において日常生活

に必要な用務を反復継続して行う者で

あって、実施主体が作成する旅客の名簿

に記載された者等 

運送の対価 実費の範囲内であり、営利と認められな

い範囲内。 

運送の対価以外の対価（迎車料金、待機

料金など）は、実費の範囲内とする。 

運送の区域 運営協議会において協議が調った市町

村を区域とし、運送の発地又は着地のい

ずれかが区域内にあること。（運営協議

会での合意により市町村の一部の区域

に限定することも可能） 

運転者 第二種運転免許を受けている者 

第一種運転免許を受けており、国土交通

大臣が認定する講習を修了している者 

使用車両及び

権原 

運行主体が使用権原（使用できる権利）

を有するもの 

 バスやタクシーなどの公共交通機関によっては住民に

対する移動手段が確保できないと認められる場合におい

て、NPO 法人などの非営利団体が、営利 とは認められ

ない範囲の運送の対価によって、自家用自動車を使用し

て運送する運行形態です。 

○国土交通省において、自動車運送業の担い手を確保

するとともに、過疎地域等における人流・物流サー

ビスの持続可能性を確保するため、自動車運送事業

者が旅客又は貨物の運送に特化してきた従来のあ

り方を転換し、サービスの「かけもち」を可能とす

る措置が講じられた。 

○高知県において、特にラストワンマイルの配送を

「集落活動センター」が担う新たな貨客混載事業の

検討に着手。 

■公共交通空白地有償運送 ■貨客混載の動き 

▼集落活用センターを活用した 

 貨客混載スキーム例 

【トラック】 

貨物を運送する際、途中経

路に家がある旅客を一緒に

乗車させることで、効率的

な運送を実現 

一例として、貨物事業者によって集落活動センター

まで運搬された貨物を、同センターやタクシーが各

戸に配送したり、各戸から貨物や農産物を集荷する

ようなスキームが考えられる． 

【自家用有償旅客運送者】 

自家用有償旅客運送者が自

家用自動車 350kg 未満の

荷物を運ぶことが可能（道

路運送法第 78 条第３号の

許可を取得）※過疎地域に

限る。 
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（９）基本方針３ 地域で守り、地域を支える公共交通 

施策３-3 積極的な公共交通情報の発信 

 

【目指すべき姿】 

・公共交通ネットワークの再編に合わせて、各公共交通の運行に関する情報を分かりやすく

整理し、様々な手段で積極的に発信することで、公共交通の利便性を向上させ、新たな利

用の創出につながる環境を目指します。 

【実現に向けた事業等】 

事業等 概要 実施時期 実施主体 

3-3-1 

総合的な公共交通

情報の発信 

町内を運行する公共交通の運行情報を

網羅した「総合時刻表」の作成、町内の

イベント開催時のバスによるアクセス

情報の提供等様々な手段・媒体による総

合的な公共交通情報の発信・周知に向け

た取組を推進します 

2020 年度

以降適宜実

施・継続的

取組 

 

大月町 

3-3-2 

広報紙･ホームペ

ージ等を活用した

情報提供 

町が発行している「広報おおつき」や町

のホームページを活用して、バスの運行

内容等の情報を分かりやすく整理し、最

新の内容を随時提供することで、誰でも

簡単に公共交通の情報を調べることが

できる環境の整備を推進します。 

2020 年度

以降適宜実

施・継続的

取組 

 

大月町 

 

 

  

▼バス運行状況の情報提供 
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事業 3-3-1 

事業 3-3-2 

総合的な公共交通情報の発信 

広報紙･ホームページ等を活用した情報提供 

事業内容 

・新たに構築される町内の公共交通体系を町民に周知するため、運行事業

者、交通モード（路線バス、生活交通バス、デマンド型交通、タクシー

他）に関わらず、町内公共交通に関するすべての情報を網羅したわかりや

すく携帯可能な公共交通マップやパンフレットの作成、配布について検討

します。 

・公共交通に関する基本的な情報をわかりやすくホームページ上で提供する

ことについて検討します。 

実施主体 大月町 

実施時期 2020 年度以降適宜実施・継続的取組 

【公共交通マップ】 

〇情報内容としては以下のものが考えられます。 

・路線図、区域運行図、時刻表、料金表 

・バスの利用の仕方（接続情報及び主要な割引の制度等）、デマンド型交通利用の仕方 

・大月町及び交通事業者の窓 

・主要施設や観光地の情報  その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【情報提供サイトの開設（ホームページ）】 

〇以下の基本情報を提供しつつ、拡張情報についても検討してまいります。 

「基本情報」 

・路線図、時刻表、料金表 

「拡張情報」 

・運行状況（悪天候や事故等に伴う運休について） 

・公共交通と関連したイベント等に関する情報 

・観光地その他の地域情報 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼事例 さかわぐるぐるバスポケット時刻表 

▼事例 香南市ホームページ香南市営バス 
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（10）基本方針３ 地域で守り、地域を支える公共交通 

 

施策３-４ 公共交通利用への意識啓発の推進 

 

【目指すべき姿】 

・バス事業者と連携して、町民に公共交通への理解を深めていただくことで、町民による積

極的な公共交通利用を目指します。 

 

【実現に向けた事業等】 

事業等 概要 実施時期 実施主体 

3-4-1 

モビリティ・マネ

ジメント（ＭＭ）の

実施 

交通事業者と連携して、地域住民や学

校、企業等を対象とした出前講座や啓発

活動などの「モビリティ・マネジメント

（ＭＭ）」を実 施し、自動車から公共交

通への利用転換を促します。 

2020 年度

以降適宜実

施・継続的 

取組 

大月町、 

交通事業者、

学校 
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事業 3-4-1 モビリティ・マネジメント（ＭＭ）の実施 

事業内容 

地域住民や学校等を対象として、自動車から公共交通への自発的な利用転換

を促す「モビリティ・マネジメント（MM）」を実施します。  

路線バスやデマンド型交通に関する出前講座の実施やお試し乗車券の配布を

検討し、普段公共交通をあまり利用しない方に対する、公共交通の利用促進

を図ります。 

実施主体 大月町、バス事業者等 

実施時期 2020 年度以降適宜実施・継続的取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・渋滞や環境、あるいは個人の健康等の問題に配慮して、過度に自動車に頼るライフスタイ

ルから、適切に公共交通や自動車を「かしこく」使うライフスタイルへの転換を促す、一

般の人を対象としたコミュニケーションを中心とした交通政策のことをいいます。 具体的

には、地域、職場、学校等を対象に公共交通に関する情報提供、行動プランの提案、ワーク

ショップの開催などを行い公共交通の利用や自家用車の自粛などを促すもの。 

モビリティ・マネジメント（ＭＭ）とは 

解りやすい公共交通利用に関す

る情報提供 

モビリティマネジメントの実施 
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6.2 評価指標の設定 

本計画は、今後の社会情勢や地域情勢の変化、それに伴う関連分野の施策等、公共交通を

取り巻く環境の変化に対応し、定期的な見直しを行うことにより、公共交通サービスの改善

をしていきます。 

このため、計画の実現に向けて、施策の実施による基本方針の達成度を把握し、更なる改

善に向けた取組を推進するために、計画の数値指標と目標に対する評価指標を設定します。 

各指標について個別の評価を繰返し行い、2024 年度に事業全体の実施状況を総合的に

評価します。 

【計画全体の評価指標】 

■公共交通の利用者数（町内乗降客数） 

公共交通機関 内容 現 在 値 

（2020 年度） 

目 標 値 

（2024 年度） 

路線バス 

生活交通バス 

デマンド型交通 

各公共交通機関の利

用者数の合計 

(土日を含む 1 週間) 

 

6,475 人 

 

6,500 人 

 

※スクール専用バスを除く 

【目標に対する評価指標】 

目指すべき公共交通の将来像と基本方針を踏まえ、関連施策と、事業の達成状況を評価す

るための指標を次のとおり定めます。 

基本方針１公共交通網の再編 

・需要に応じた効率的で効果的な公共交通網の形成。 

・利用しやすい交通手段や運行形態の導入。 

施策１-2 利用状況に応じた利便性の高い交通の導入 

事業 1-2-1 デマンド型交通の運行 

評価指標１ 利用状況に応じた新たな交通モードの導入 

具体的内容 デマンド型交通の導入数 

現在値 ― 

目標値 2 区域 

モニタリングの方法 補助年度ごとの導入状況を把握 

施策１-3 まちなか連絡交通の強化 

事業 1-3-1 新たなまちなか連絡バスの運行 

評価指標 3 まちなか連絡線（仮称）の利用者数 

具体的内容 まちなか連絡線（仮称）の年間利用者数 

現在値 0 人 

目標値 児童生徒数を除いた乗降客数の 1 割の利用 

モニタリングの方法 交通事業者が実施する乗降調査において把握する 
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基本方針 2 公共交通の利用促進 

・利用しやすい公共交通サービスの充実 

・施設の改善などによる利便性の向上。 

施策 2-1 公共交通の利便性向上 

事業 2-1-1 道の駅大月における環境整備 

2-1-2 バス待合環境の改善 

2-1-5 小型バスの導入・タクシーの活用 

評価指標１ 地域公共交通サービスに関する満足度 

具体的内容 公共交通での移動で、「不便を感じていない」「不便をあまり感じてい

ない」人の割合 

現在値 65.5% 

目標値 67% 

モニタリングの方法 アンケート調査 

施策 2-1 公共交通の利便性向上 

事業 2-1-1 道の駅大月における環境整備 

2-1-2 バス待合環境の改善 

2-1-3 パーク（サイクル）＆バスライドの推進 

2-1-5 小型バスの導入・タクシーの活用 

評価指標 2 利用環境の改善数 

具体的内容 待合スペース、乗降所、乗換え施設等の改善 

現在値 1 施設 

目標値 3 施設 

モニタリングの方法 補助年度ごとの実績値を把握 
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基本方針 3 地域で守り、地域を支える公共交通 

・地域を支える生活基盤としての公共交通を守り、育てる意識の醸成や枠組み作り。 

・公共交通の活発な利用促進。 

施策 3-4 公共交通利用への意識啓発の推進 

事業 3-4-1 モビリティ・マネジメント（ＭＭ）の実施 

評価指標１ 公共交通に関する住民との情報・意見交換 

具体的内容 住民意見交換会等の開催回数 

現在値 年間 - 回（令和元 年度） 

目標値 年間 1 回:各地域ごと 

モニタリングの方法 補助年度ごとの導入状況を把握 

施策 3-3 積極的な公共交通情報の発信 

事業 3-3-1 総合的な公共交通情報の発信 

3-3-2 広報紙･ホームページ等を活用した情報提供 

評価指標 2 自家用車中心の生活から公共交通中心の生活への転換 

具体的内容 住民アンケート調査における「既に公共交通が中心」、「時々なら転換

できる」人の割合 

現在値 50％（公共交通中心の生活者、時々転換可能者数／全回答者数：Ｈ30

住民アンケート） 

目標値 55％（公共交通中心の生活者、時々転換可能者数／全回答者数） 

モニタリングの方法 アンケート調査 

施策 3-1 地域で支える公共交通の枠組作り 

事業 3-1-1 地域で支える公共交通の手法等の検討 

3-1-2 住民、行政、交通事業者等の役割分担と導入プロセスについ

て 

評価指標 3 地域を主体とした交通モードの導入 

具体的内容 自家用有償輸送の取り組み件数 

現在値  - 件（令和元 年度） 

目標値  1 件 

モニタリングの方法 補助年度ごとの実績値を把握 
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6.3 実施スケジュール（総括） 

本計画において、公共交通を取り巻く社会情勢の変化、本計画におけるそれぞれの事業の

進捗状況などを考慮し、一つ一つの事業を着実に進めていくため、以下のようなスケジュー

ルで各種事業に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

スケジュール表（1/3） 

大
月
町

交
通

事
業
者

住
民

学
校

そ
の
他
の

関
係
主
体

R2年度
（2020）

R3年度
（2021）

R4年度
（2022）

R5年度
（2023）

R6年度
（2024）

R6年度
以降

1-1-1  バス路線の役
割（幹線系路線、支線
系路線等）の設定

〇

R1年度～
計画策定・
位置づけ

1-1-2  需要に応じた
バス運行の見直し

〇 〇

R1年度～
計画策定・
位置づけ

1-1- 3 スクールバス
の転換

〇 〇 〇 準備・関係機関との協議により逐次実施

1-2-1 デマンド型交通
の運行

〇 〇

1-2-2  生活交通バス
の再編

〇 〇

1-3-1 新たなまちなか
連絡バスの運行

〇 〇

1-3-2  運行ルート見
直しによる、まちなか
運行交通の強化

〇 〇

1-4-1 路線バスの運行
改善・運行支援

〇 〇

1-4-2  周辺市との連
携強化

〇 〇 〇

実施主体

事業 施策 基本方針 

実施スケジュール

施策１-4
広域連携交通
の維持･改善

施策１-3
 まちなか連絡
交通の強化

施策１-2
利用状況に応
じた利便性の
高い交通の導
入

基本方針１

公共交通網の再編

・需要に応じた効
率的で効果的な公
共交通網の形成。

・利用しやすい交
通手段や運行形態
の導入。

施策１-１
効率的な公共
交通ネット
ワークの形成

準備 実証運行 (西泊線)

他路線も逐次移行

デマンド型への移行に合せ逐次再編

準備 実証運

運行開始⇒評価・見直し

運行開始⇒評価・見直し

デマンド型への移行に合せ実施

他路線も逐次実施

(西泊線)

デマンド型への移行に合せ逐次改善

生活交通バスの再編に合せ逐次検討

準備 実証運行
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大
月
町

交
通

事
業
者

住
民

学
校

そ
の
他
の

関
係
主
体

R2年度
（2020）

R3年度
（2021）

R4年度
（2022）

R5年度
（2023）

R6年度
（2024）

R6年度
以降

2-1-1  道の駅大月に
おける環境整備

〇 〇 〇

2-1-2  バス待合環境
の改善 〇 〇 〇

2-1-3  パーク（サイ
クル）＆バスライドの
推進

〇 〇 〇

2-1-4  バリアフリー
対応車両への更新

〇 〇

2-1-5  小型バスの導
入・タクシーの活用

〇 〇 〇

2-2-1   町内均一料金
制度の導入検討

〇 〇

2-2-2   運賃割引制度
の導入検討

〇 〇

施策2-1
 公共交通の利
便性向上

基本方針2
公共交通の利用促
進
・利用しやすい公
共交通サービスの
充実

・施設の改善など
による利便性の向
上

施策2-2
 利用しやすい
料金制度の検
討

基本方針  施策 事業

実施主体 実施スケジュール

道の駅整備計画に基づき逐次実施

公共交通網の再編、道の駅整備に合せ

逐次実施

公共交通網の再編、道の駅整備に

合せ逐次実施

新たな車両購入、更新時に逐次実施

既存車両の活用、新たな車両購入・更新時に逐次実施

区域運行に合せ逐次移行

区域運行に合せ逐次移行

準備 実証運行時導入

準備 実証運行時導入

大
月
町

交
通

事
業
者

住
民

学
校

そ
の
他
の

関
係
主
体

R2年度
（2020）

R3年度
（2021）

R4年度
（2022）

R5年度
（2023）

R6年度
（2024）

R6年度
以降

3-1-2  住民、行政、
交通事業者等の役割分
担と導入プロセスにつ
いて

〇 〇 〇

3-2-1  行政、交通事
業者等による支援のあ
り方について

〇 〇 〇

3-2-2  住民啓発、実
証運行等のあり方につ
いて

〇 〇 〇

3-3-1   総合的な公共
交通情報の発信

〇

3-3-2   広報紙･ホー
ムページ等を活用した
情報提供

〇

施策3-4
公共交通利用
への意識啓発
の推進

3-4-1  モビリティ・
マネジメント（ＭＭ）
の実施

〇 〇 〇

基本方針3
地域で守り、地域
を支える公共交通

 ・地域を支える
生活基盤としての
公共交通を守り、
育てる意識の醸成
や枠組み作り。

・公共交通の活発
な利用に向けた情
報発信。

〇〇〇

3-1-1  地域で支える
公共交通の手法等の検
討

施策3-1
 地域で支える
公共交通の枠
組作り

施策3-2
地域で支える
公共交通の実
現に向けた検
討

施策3-3
積極的な公共
交通情報の発
信

基本方針  施策 事業

実施主体 実施スケジュール

準備 実証運行

適宜実施・継続的取組

適宜実施・継続的取組

適宜実施・継続的取組

スケジュール表（2/3） 

スケジュール表（3/3） 
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第 7 章 計画の実現に向けて 

7.1 公共交通を支える地域の連携 

計画の推進にあたっては、利用者である「住民」、運営･運行を行う「交通事業者」、計画･

施策を立案する「行政」の三者が課題を共有し、共通の目標に向けて、それぞれが自らの役

割を認識し、連携して協力することが重要です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

住 民 

・住民一人ひとりが日頃の交通手

段を見直し、積極的に公共交通

を利用する。 

・地域にあった公共交通の計画づ

くりや利用促進等の取組に主体

的に参加する。 

 ・行政や交通事業者が行うニーズ

調査に協力する。 

行 政 

・地域にあった公共交通を整備・維

持するため、関係者が協議する

場を提供し、参加者間の意見調

整を図る。また、地域ニーズを把

握する。 

・公共交通サービスを維持・拡充す

るために、財政面以外も含めて

支援を実施する。 

・公共交通利用促進の取組を推進

する。 

交通事業者 

・安全で快適な公共交通サービス

を提供する。 

・利用者や地域の意見を積極的に

聞く。 

・公共交通利用状況等の情報公開

を行い、関係者間で共有を図る。 

・公共交通計画について、地域の団

体や行政に提案やアドバイスを

する。 

・公共交通利用促進の取組を推進

する。 

大月町地域公共交通会議 

 

 

・地域や公共交通の現状、課題等の検証 

・公共交通の運行方針、ルート、ダイヤ等の調整 

・公共交通の運行内容に関する評価 

・PDCA サイクルによる事業進捗の評価 

国・県 警察 道路管理者 交通事業者 町民 

▼協働による公共交通の維持・確保 

町 
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7.2 様々な分野との連携による持続可能な公共交通の確保 

公共交通は、「まちの装置」として様々な分野で地域を支えています。 

公共交通がなければ、通勤や通学、買物や通院での移動手段を確保するために、通勤バス

やスクールバスの運行、商業施設、病院への送迎サービスが必要となります。 

また、公共交通の利便性が高まり、高齢者の外出機会が増えることによって、高齢者の健

康増進や就労機会が増加し、そのために医療費や社会保障費が削減され、社会全体としての

費用負担が下がる可能性などもあります。 

公共交通があることで、このような交通分野以外での施策費用が削減され、行政全体のコ

スト削減につながっています。（公共交通クロスセクター効果） 

公共交通とそれぞれの分野が効率的･効果的に連携することで、公共交通を維持し、他分

野も含めた地域全体の活性化を目指します。 

 

▼公共交通の多面的な効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料:国土交通省:地域公共交通網形成計画及び地域公共交通再編実施計画作成のための

手引き詳細編 

 

  



90 

 

●公共交通クロスセクター効果 

地域公共交通サービスの確保により、医療や福祉、まちづくり等の多様な行政施策の費 

用を節約できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▼交通分野以外の施策との関連 

資料:近畿運輸局:  

クロスセクター効果 

「地域公共交通赤字=廃止でいいの?」 

▼ＮＰＯ法人「にこにこ日土」による取組事例 

【特徴】 

①多様な活動 

・公共交通空白地有償運送として、デマンド運行以外にも高齢者外出支援事

業を行う等、高齢者の移動に加え、児童・生徒の通学需要にも対応するなど

地域の「おでかけの足」、「くらしの足」として、地域の生活を支えており、

地域公共交通の多面的な効果であるクロスセクター効果が発揮されている。 
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7.3 まちづくりに関する関連計画等との連携 

人口減少・超高齢化時代に対応した利便性が高く持続可能なまちづくりにむけ、まちの 

中心部のコンパクト化と中山間地域での小さな拠点の整備を進め、中心部と周辺地域等が

相互に補完し合うネットワーク型のコンパクトなまちづくりを進めることが求められてい

ます。 

“コンパクトプラスネットワーク”のまちづくりは、持続可能な地域公共交通体系の構築

を考える上でも非常に重要であり、まちづくりを支える地域公共交通のあり方について継続

的に検討を進め、一体的な取り組みを推進していきます。 

具体的には、町役場を中心とする文化・交流ゾーン、小中学校を中心とする教育・保育ゾ

ーン、道の駅ふれあいパーク・大月を中心とする産業振興・賑わい創出ゾーン、大月病院を

中心とする医療・福祉・介護ゾーンの連携を強化するとともに、中心部と各地域の拠点の連

携を強化する公共交通体系を構築することで、生活利便施設が集積する中心部へのアクセス

性向上を図り、人が集まりやすいまちの構造の形成を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■小さな拠点 

■小さな拠点 

■小さな拠点 

大月病院 

大月中学校 

道の駅ふれあいパーク・大月 

大月町本庁舎 
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7.4 計画達成状況の評価 

事業の実施にあたっては、社会環境や市民のニーズの変化にあわせ事業内容を適宜改善す

ることが必要です。 

このため、事業の実施状況や目標の達成状況を、事業計画の立案（Plan）、計画に従った

事業の実施（Do）、計画の達成状況の評価や新たに生じた課題・問題点の整理（Check）、

評価結果を踏まえた改善・見直し（Act）といった「ＰＤＣＡサイクル」によって定期的に

評価し改善を図ることで、目標の達成に向けた取組を着実に推進します。 

具体的には、５か年の計画期間全体を対象とした「大きな PDCA サイクル」と、毎年あ

るいは中間年次まで対象とした「小さな PDCA サイクル」を組み合わせることで、継続的

な改善を図っていく仕組みを構築します。 

 

 

【大きな PDCA サイクル】 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画期間 

5 年間 

Ｐｌａｎ

（計画）

Ｄｏ

（実施）

Ｃｈｅｃｋ

（評価）

Ａｃｔ

（改善）

 
Ｐｌａｎ

（計画）

Ｄｏ

（実施）

Ｃｈｅｃｋ

（評価）

Ａｃｔ

（改善）

年度毎 

1年間 

年度毎の 

計画策定 

事業実施状況と事業

実施効果の検証 

年度事業

の実施 
事業計画見直し

翌年度への反映 

【小さなＰＤＣＡサイクル】 


